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はじめに 

 

都市景観は、その都市に生活する市民の文化を最も端的に表現するものであり、

すぐれた都市景観は、都市の個性を生み、市民の心を豊かにし、そこに愛着と誇り

を感じさせてくれます。 

本市は、都市空間がすべての市民にとってかけがえのない共有財産であるとの認

識のもとに、名古屋のまちをさらに美しく魅力あふれた快適な都市に育て、これを

次代の市民に引き継いでいくため、昭和 59 年にすぐれた都市景観の創造と保全に

ついて必要な事項を定めた名古屋市都市景観条例を制定し、これに基づき都市景観

基本計画の策定、都市景観整備地区の指定、市内全域を対象とした大規模建築物等

の届出制度、都市景観重要建築物等の指定などの施策を展開してきました。 

 

都市景観整備地区については、昭和 62 年～平成 9 年にかけて 6 地区を指定し、

地区内における公共施設の景観整備を実施するとともに、年間約 200 件の建築物、

工作物、屋外広告物の新築などについて届出を受け、都市景観形成基準に基づき助

言・指導を行ってきました。 

また、大規模建築物等（一定規模以上の建築物・工作物・屋外広告物）の新築な

どについても同様に、年間約 200 件の届出に対して助言・指導を行ってきました。 

さらに、電線類の地中化、景観に配慮した橋りょうなどの整備、各区のシンボル

的あるいは拠点的な場所で実施したスポット景観整備事業など公共空間の景観整

備をすすめるとともに、歩行者系サインマニュアルの作成、都市景観賞の実施、都

市景観協定の締結促進などの施策にも取り組んできました。 

その結果、多くの市民の方々に名古屋のまちの景観が良くなったと評価されるよ

うになってきました。 

 

しかし、都市景観整備地区では当時定めた都市景観形成基準が運用面で実態に合

わなくなってきたり、想定していなかった物件が出現してきたことなどにより、基

準の見直しや新たな基準づくりが必要となってきました。 

また、大規模建築物等については、個別の物件ごとに計画概要や周辺の状況を踏

まえた助言・指導を行ってきましたが、大規模建築物等の多くに共通して対応を求

めている事項などについては、あらかじめ基準として明確にすることで、景観上の

十分な配慮を求めることが重要となってきました。 

 

そこで、平成 16 年に制定された景観法を活用し、条例に基づく届出制度から法

に基づく届出制度などに移行させるとともに、これにあわせて都市景観施策の課題

を見直すことになどにより、これまで以上に美しい街並みを形成し名古屋のまちの

魅力を高めることを目的に、景観法に基づく景観計画を策定しました。 

この計画は「ふれあい」と「調和」を基本理念とする都市景観基本計画を上位計

画として、その基本目標（めざすべき都市のイメージ）の実現に向けた、良好な景

観形成の基準を示すものと位置付けています。 
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この景観計画では、従来の都市景観整備地区は、都市景観形成基準の見直しを行

った上で、『都市景観形成地区』と位置付けました。都市景観形成地区では景観形

成基準の下に勧告制度などの法的措置も活用しながら良好な景観の形成を誘導し

ます。 

また、大規模建築物等については、景観計画において届出対象を一部見直した上

で新たに景観形成基準を定めて、都市景観形成地区と同様に良好な景観の形成を誘

導します。 

さらに、都市景観重要建築物等についても、景観計画において景観重要建造物な

どの指定方針を定めて、景観法に基づく指定をすすめ、その保全策の充実を図りま

す。 
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１ 景観計画の区域 

 

建築物等の届出の対象区域あるいは景観重要建造物等の指定が可能な区域であ

る景観計画の区域（景観計画区域）については、本市のこれまでの景観施策の展開

を踏まえ、市内全域とします。（図 1） 

さらに、景観計画区域の中で、図 2 から図 9 に示す久屋大通地区、広小路・大津

通地区、名古屋駅地区、四谷･山手通地区、築地地区、今池地区、白壁･主税･橦木地

区、四間道地区の 8 地区については、特に良好な景観の形成をすすめる「都市景観

形成地区」と位置付けます。 

また、土地利用の動向や地域住民等の意向などを踏まえ、良好な景観の形成をす

すめる必要がある地区についても、都市景観形成地区への位置付けなどを検討して

いきます。 

図 1 景観計画区域図  

 

景観計画区域 

都市景観形成地区 

Ｎ 

① 久屋大通地区 

② 広小路・大津通地区 

③ 名古屋駅地区 

④ 四谷･山手通地区 

⑤ 築地地区 

⑥ 今池地区 

⑦ 白壁･主税･橦木地区 

⑧ 四間道地区 

市内全域 
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図 2 久屋大通都市景観形成地区区域図 
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図 5 四谷・山手通都市景観形成地区区域図 
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図 6 築地都市景観形成地区区域図 
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図 9 四間道都市景観形成地区区域図 
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２ 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 

 

(１) 景観形成の全体方針 

本市は、名古屋のまちをさらに美しく魅力あふれた快適な都市に育て、これを

次代の市民に引き継いでいくため、すぐれた都市景観の創造と保全について必要

な事項を定めた名古屋市都市景観条例（以下「都市景観条例」という。）を昭和 59

年に制定しています。 

この都市景観条例に基づき都市景観の整備を総合的かつ計画的にすすめるた

め、基本的な目標などを明らかにした「都市景観基本計画」を昭和 62 年に策定

しています。 

この計画の中では、「ふれあいと調和」を基本理念とするとともに、以下に示す

4 つのめざすべき都市のイメージを設定し、それを基本目標とするとともに、本

市の景観上の特性を踏まえて都市のイメージの実現を図るため、「景観自立地区」、

「景観基本ゾーン」及び「景観基本軸」を設定しています。 

 

めざすべき都市のイメージ 

① 秩序ある都市空間の中にゆたかな自然をとり入れた美しいまち 

② 活気にみちた魅力あるまち 

③ 歴史の深みを感じさせるまち 

④ 人びとの心遣いとときめきをかもしだすまち 

 

景観自立地区は、都市景観がひとつのまとまりをもった空間として意識される

地域（市内を 186 地区に区分）であり、この景観自立地区を、全市的な視点から

都市景観を把握できるように、地形による要因や市街化の過程、土地利用状況な

どから、ひとつのまとまりとして捉えた区域を景観基本ゾーン（市内を 12 のゾ

ーンに区分）としています。 

また、河川や道路などの線的要素のうち、全市の景観を構造づける骨組みとな

っているもの、自ら景観をはぐくむ役割を果たしているものなどを「景観基本軸」

としています。 

その上で、景観基本ゾーンと景観基本軸について、それぞれの望ましい将来像

として、景観整備の基本目標と目標を実現するための基本方針を設定しています。 

 

このような、都市景観基本計画の基本理念、基本目標などを踏まえ、本計画に

おいても、都市景観基本計画で示した 4 つの都市のイメージの実現を図ることを

景観形成の全体方針とします。 
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図 10 景観自立地区及び景観基本ゾーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 景観基本軸 
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(２) 大規模な建築物、工作物並びに屋外広告物に関する景観形成の方針 

 

① 建築物、工作物について 

建築物や工作物は景観を構成する主要な要素であり、それらの一つ一つの形

状や色彩の積み重ねにより、街並みが形成されます。 

中でも、大規模な建築物や工作物は、周辺の街並みに与える影響が大きいた

め、新築等の際には、周辺の景観との調和が図られるよう、あるいは、良好な

景観形成の先進事例となるよう、外壁の素材や色彩等のデザインの工夫、敷地

内における効果的な緑化や施設配置などについて基準を設定します。 

特に、店舗、飲食店、遊技場などの集客施設は、周辺から目立つ形態･意匠と

なったり、大規模な駐車場の整備や屋外広告物の設置などを伴うことも多いた

め、新築等の際には、地域特性や周辺の土地利用などにも十分な配慮を求めま

す。 

 

② 屋外広告物について 

屋外広告物は、その種類や設置される場所（用途地域）などに応じて、屋外

広告物条例で面積や高さなどの規格を定めており、その範囲においては設置が

可能です。 

しかし、屋外広告物は周辺の街並みに少なからぬ影響を与えており、特に、

周辺に住宅が多い地域や沿道の土地利用が進んでいない地域などでは、景観上

の影響が大きい場合があります。 

このため、大規模な屋外広告物については、周辺の土地利用に配慮するとと

もに設置される建築物などと調和したデザイン、色彩等となるよう基準を設定

します。 

また、周辺に住宅等が立地している場所で、屋外広告物の夜間照明、ネオン

管や電光表示装置を使用する屋外広告物の表示については、住宅等への影響を

十分配慮することも必要です。 
 
③ 眺望景観の保全について 

名古屋の地形は、全体的には平坦であるため、まちを一望するような眺望景

観が楽しめる場所は非常に限られており、名古屋城やテレビ塔、都心の高層ビ

ルの展望室や小高い丘にある公園・緑地、河川堤防などが数少ない眺望点とな

っています。 
このような眺望点の周辺で高層の建築物などを計画する際には、眺望景観へ

の配慮を求めていく必要があります。 
中でも名古屋城など、名古屋を代表する歴史的な建造物等は、多くの観光客

が訪れる観光スポットになっており、その周辺に高層の建築物が建つことで、

魅力的な景観が損なわれることのないよう一層の配慮が必要です。 
こうしたことから、特に眺望景観を保全することが必要な地域において、大

規模な建築物・工作物については高さ、色彩等の形態意匠の制限を設けるとと
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もに、屋外広告物についても眺望景観が阻害されないよう屋外広告物の行為の

制限を定め、良好な眺望景観の保全を図ります。 
 
■ 名古屋城眺望景観保全の方針 

名古屋城は「尾張名古屋は城でもつ」という言葉が示すとおり、名古屋の

歴史と文化の中心的存在かつシンボルであり、市民の誇りとなっています。

また、本市を代表する観光資源として、多くの観光客が訪れています。 
しかし、名古屋城周辺の市街化が進展し、高層建物の建設等によりその眺

望景観が阻害される懸念が増してきています。 
そこで、名古屋城の歴史的文化を再認識できる場を保全し、観光資源とし

ての価値を高めるとともに、都市魅力の一層の向上とシビックプライドの醸

成を図るため、名古屋城の眺望景観を保全します。 
 
(ア) 保全すべき眺望景観の選定 

名古屋城の眺望景観については、天守閣展望室からの眺望景観（パノラ

マ景観）と名古屋城を視対象とする眺望景観の 2 つの方向があり、後者は

さらに名古屋城の背景を含めた眺望景観（背景景観）と名古屋城を視対象

として見た時の前景及び両側の眺望景観（見通し景観）に分類できます。 
この 3 つ眺望景観において想定される眺望点の中から、公共性、眺望保

全の具体性、眺望点としての継続性といった視点のほか、市民にとって親

しみがあること、名古屋城の歴史を体感・体験できることなどの視点によ

り検討を行い、以下の 8 つの眺望点を選定します。 
区 分 眺望点の名称 選定の理由 
パノラマ 
景 観 

① 天守閣展望室 
市街地をはじめ遠景には伊吹山や御嶽山

などの山々を望む名古屋を代表する眺望点 

背 景 
景 観 

② 本 丸 多くの名古屋城見学者が訪れ、記念写真

の撮影ポイントとなっており、名古屋城の

歴史を体感・体験できる眺望点 ③ 西 之 丸  

④ 東 南 隅 櫓  
本丸御殿を前景に天守を眺望する、古写

真にもある歴史的な眺望点 
⑤ 御深井大 堀  豊かな水をたたえる堀を前景にした美し

い眺望であり、古写真にもある歴史的な眺

望点 
⑥ 筋 違 橋  
⑦ 鵜 の 首 堀  

見通し 
景 観 

⑧ テ レ ビ 塔  
  スカイデッキ 

市民から親しまれているランドマークで

あり、一般開放された知名度の高い眺望点 
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図 12 眺望点の位置図 
(イ) パノラマ景観の保全 

天守閣展望室から街並みや山並み等を見る場合、建築物等の高さによっ

ては市街地、山並み等の眺望が阻害されたり、また、建築物等の色彩等の

状況によっては、市街地を構成する他の建築物等と不調和をきたし、眺望

景観が阻害される可能性があることから、大規模な建築物・工作物又は屋

外広告物に対する高さや形態意匠の制限を設け、適切に誘導します。制限

範囲は、建築物・工作物や広告物がはっきりと視認される、天守閣から概

ね 1km までとします。 

建築物等の高さについては、遠方にひろがる市街地の建築物等と、その

背後に見える空や山並みなどとを画する境界線（標高 50ｍ）を超えないこ

とを原則とします。しかしながら、天守閣の東側から南側を経て南西側に

至る方面については、栄から名古屋駅地区に至る都心部であり、すでに高

層ビルが建ち並んでいます。これらの方面は、江戸時代の城下町から続く

都市の発展を支えてきたエリアであり、制限は必要最小限とすることが適

切と考えられる一方で、城のすぐ南のいわゆる「郭内」については、かつて

尾張徳川家重臣の屋敷が建ち並んでいたエリアであり、「城の高さを超えな

いこと」という不文律が存在してきたとも言われることから、天守閣の高

さ（標高 62ｍ）を超えないこととします。 

屋外広告物については、天守閣展望室から見渡すという状況を考えると、

低い位置のもの、小さいものは視界に入りにくいことから、一定の高さ（高

さ 20ｍ）より高い位置に設置される、一定規模（表示面積 10 ㎡）以上の大

きさのものを対象とします。 

① 天守閣展望室 

⑤ 御深井大堀 

② 本丸 

④ 東南隅櫓 

③ 西之丸 

⑦ 鵜の首堀 

⑥ 筋違橋 

⑧ テレビ塔 
スカイデッキ 
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図 13 パノラマ景観イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 天守閣展望室からの景観 

  

  大規模な建築物等であっても、視距離が大
きくなれば、その輪 郭はぼやけ周辺の建 築
物等との差異は感じられなくなるほか、視距
離 1km を超えると見た目の大きさが小さくな
り、眺望景観への影響はあまり感じられなく
なるとされる。 

  屋外広告物の制限対象とする規
模については、天守閣からもっと
も近い位置で広告物が掲出され
た場合に、景観的に気になるとさ
れる見た目の大きさを考慮し、視
距離 200ｍで熟視角 1°となる場
合の 1 辺の長さは 3.5ｍとなるこ
とから、表示面積 10 ㎡超を対象
とする。 

天守閣展望室からの眺望（西） 

天守閣展望室からの眺望（北）

天守閣展望室からの眺望（東）

天守閣展望室からの眺望（南） 

眺望点 
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(ウ) 背景景観の保全 

視対象である天守閣をはじめ、城内の歴史的建築物、堀、石垣、樹木等に

より、歴史的な眺望景観が形成されていますが、視対象の背景に建築物等

が視認されることにより、その景観が阻害されないよう、大規模な建築物・

工作物又は屋外広告物の高さに関する制限を設けます。制限範囲は、眺望

点から 1km までを基本としますが、名古屋城を代表する写真撮影ポイント

については、眺望点から 1.5km までとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 15 背景景観イメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 16 各眺望点からの景観 

 

 

 

 

 

 

  

 

  基準点とは、視対象の背景に建築物等が視
認されることがないようにするために設定する
高さ制限の基準となる点を示す。 

  視距離 1 ㎞以上では見えの大きさが小さくな
ることと、基準線の高さも 100m を超え、制限
の必要性は低いと考えられることから、視距
離 1 ㎞の範囲を制限することを原則とする。 

  本丸、西之丸の眺望点は、名古屋城を代表
する写真撮影ポイントであり、特に保全すべ
き眺望であることから、制限範囲を 1.5 ㎞ま
でとする。 

  眺望点から水平方向の範囲については、人
間の視野特性に近い 60°とする。 

眺望点 
基準点 

視対象 

1km 又は 1.5 ㎞ 

背景景観 

基準線 

② 本丸 

基準点 

③ 西之丸 

基準点 

④ 東南隅櫓 

基準点 

⑤ 御深井大堀 

基準点 

⑥ 筋違橋 

基準点 

⑦ 鵜の首堀 

基準点 
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(エ) 見通し景観の保全 

テレビ塔は日本初の集約電波鉄塔として昭和 29 年に完成し、平成 17 年

には国の有形文化財に登録されるなど歴史的価値が高く、公共的な視点場

として他にとって代えることのできない貴重な施設です。そのスカイデッ

キ（展望室）からは名古屋の市街地をはじめ名古屋城天守閣を望むことが

でき、2 つのシンボルをつなぐ眺望は、名古屋らしさを感じさせるものとし

て価値があります。 
一方、この眺望を守るためには建築物の高さを一定程度抑える必要があ

り、私権の制限を受ける地権者の理解と、市民又は来訪者の景観への意識

醸成が不可欠と考えます。 
そうしたことから、テレビ塔から名古屋城への見通し景観の重要性につ

いて市民又は来訪者の意識を高めていくとともに、建築等の計画の早い段

階から協議を働きかけ、地権者の理解を得ながら眺望確保に努めます。 
なお、こうした高い場所からの眺望は、まちの成り立ちや歴史を知るう

えで大変重要であるため、特に多くの人が集まる都心部においては、名古

屋城の眺望景観を含めた新たな眺望の魅力創出にも取り組んでいきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 見通し景観保全のために協議を働きかけていく地域 

 

天守閣 

テレビ塔 
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図 18 テレビ塔スカイデッキからの景観 

 

(オ) 名古屋城眺望景観保全エリアの設定 

名古屋城の眺望景観の保全を図るため、前述の方針を踏まえ、大規模な

建築物・工作物及び屋外広告物に関する行為の制限を設け、良好な眺望景

観の保全を図る地域として「名古屋城眺望景観保全エリア」を下図のとお

り定めることとします。 

なお、天守閣展望室、本丸及び西之丸からの眺望を保全するための制限

により、東南隅櫓、御深井大堀、筋違橋及び鵜の首堀からの眺望について

も保全されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 名古屋城眺望景観保全エリア  

＜凡 例＞ 

名古屋城眺望景観保全エリア  

＜凡 例＞ 

名古屋城眺望景観保全エリア 

西之丸から 1.5km 

本丸から 1.5km 

御深井大堀 

天守閣展望室 本丸 

東南隅櫓 

筋違橋 

● 

浄
心
駅 

名
城
公
園
駅 

● 

名城公園 

大
津
通 

鵜の首堀 

西之丸 
名
古
屋
城
駅 

● 

天守閣から 1km 

環状線 
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(３) 都市景観形成地区における景観形成の方針 

都市景観形成地区については、地区内の住民等の理解を得ながら、それぞれの

地区にあった基本方針と建築物、工作物、屋外広告物などについての景観形成基

準を設定し、良好な景観の形成をすすめます。 

特に、屋外広告物については、景観形成基準の一部を屋外広告物条例に基づく

許可の対象事項とすることで、基準の実効性を高めます。 

また、景観に対する積極的な取り組みを誘導するため、地区内の状況を踏まえ

推奨する項目などを定め、より良好な景観の形成につなげていきます。 
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地  区  名 基本方針 

久屋大通 

地区 

スケールの大きな空間と豊かな緑にふさわしい品位ある洗練さ

れたデザインの街並みとし、にぎわい、憩い、親しみを感じる人間

性豊かで活力ある都心空間とします。 

広小路･ 

大津通 

地区 

名古屋の都心にふさわしい調和のとれた街並みとし、にぎわいと

親しみと文化の香り高い人中心の魅力ある都市空間とします。 

名古屋駅 

地区 

名古屋大都市圏の玄関としての風格と都市の魅力を感じさせる

シンボリックな都市空間とします。 

四谷･山手通 

地区 

坂・緑・曲線を描く街路、社寺や店舗、大学などの資源をいかし、

自然・歴史・文化を大切にした感性豊かな都市空間とします。 

築地地区 
名古屋の海の玄関にふさわしい街並みとし、活気とにぎわいにあ

ふれた港まちらしい個性豊かな都市空間とします。 

今池地区 
商業・娯楽・文化などが混ざり合うまちの特性をいかし、親しみ

とふれあいのある個性的で魅力ある都市空間とします。 

白壁･主税･ 

橦木地区 

名古屋開府以来の武家屋敷地の面影、優れた戦前の和風・洋風建

築物、緑豊かな住宅地としての佇まいを活かし、歴史・文化の香り

を感じさせる、閑静で落ち着いた都市空間とします。 

四間道 

地区 

清須越により堀川端に形成された商人町の面影を残す土蔵群、下

町情緒を残す町家などの歴史資源と住環境が調和のとれた街並み

とし、次世代に継承できる快適で魅力ある都市空間とします。 
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(４) 歴史的町並みの保存の方針 

歴史的、地域的に豊かな特色をもつ町並みは、景観に深みと個性を持たせる貴

重な資源であり、それらを大切に守り、育てていくことは、本市の良好な景観を

形成していくうえできわめて重要です。 

本市では、このような町並みのうち、特に市民に親しまれ、愛着をもたれてい

る、「有松」（図 20）、「白壁・主税・橦木」（図 21）、「四間道」（図 22）及び「中

小田井」（図 23）の 4 地区を町並み保存要綱に基づく町並み保存地区に指定し、

町並みの保存に努めてきました。 

この中でも数多くの歴史的建造物が残されている有松地区の旧東海道沿いに

ついては、文化財保護法に基づく「伝統的建造物群保存地区」に指定し、歴史的

町並みの保存・形成をすすめます。また他の地区についても、これまでの町並み

保存の取り組みを継続するとともに、景観を特徴づける重要な役割を果たしてい

る歴史的建造物について、さまざまな支援策を講じることで、積極的な保存活用

に努めます。 

また、歴史的町並みにおいては、新たに建てられる建築物、駐車場、屋外広告

物などと、歴史的建造物などによる景観との不調和が生じたり、景観特性が損な

われてしまうなどの問題が発生しています。このような問題を解決するため、各

地区の景観特性などをふまえ、地域住民の理解を得ながら景観法に基づく「都市

景観形成地区」に指定し、届出制度により必要な指導・助言をすることで、調和

の取れた良好な景観形成を誘導していきます。 

 

地 区 名 景観特性 

有 松 

町並み保存地区 

（図 20） 

有松地区は江戸時代以来「有松絞」の製造・販売によ

って発展した旧東海道沿いのまちです。塗籠造や虫籠

窓、卯建などの特徴を持つ商家が現在も街道沿いに多く

残り、近世の染織町の町並みを今に伝えています。 

白壁・主税・橦木 

町並み保存地区 

（図 21） 

白壁・主税・橦木地区は、江戸時代の武家屋敷の地割

りを良く残しており、門・塀と緑樹からなる屋敷景観と

戦前の優れた近代建築が残る美しい町並みを形成して

います。 

四間道 

町並み保存地区 

（図 22） 

四間道地区は慶長 15 年（1610 年）に始まった清須越

しにともなってつくられた商人町で、土蔵群と町家が堀

川の水運を利用して隆盛を誇った清須越し商人の栄華

を今に伝えています。 
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中小田井 

町並み保存地区 

（図 23） 

中小田井地区は岩倉方面から枇杷島の青果市場へ野

菜類を運ぶ道としてにぎわった岩倉街道沿いに形成さ

れたまちです。現在も町家や土蔵が残っており、街道の

歴史を身近に感じることができます。 

 

(注) 

塗
ぬり

籠造
ごめづくり

  外部の露出した木部を土壁で覆い、漆喰仕上げとするもの。 

虫
むし

籠
こ

窓
まど

  2 階の窓に設けられた塗りごめの格子。 

卯
う

建
だつ

   建物の両妻側の壁を屋根より上に立ち上げ、小屋根を載せたもの。 

清須
き よ す

越
ご

し 徳川家康が慶長 15（1610）年に名古屋台地の北西に、日本最大級の近世城郭名古屋

城の築城を開始し、当時尾張の中心であった清須城下町を名古屋へ移した。 

< 凡 例 >      町並み保存地区       伝統的建造物群保存地区 

図 20 有松町並み保存地区 図 21 白壁・主税・橦木町並み保存地区 

図 23 中小田井町並み保存地区 図 22 四間道町並み保存地区 
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(５) 景観上重要な建造物・樹木及び歴史的建造物の保存活用の方針 

① 保存活用の必要性 

歴史、文化の一端を表現する建造物は、本市の景観に深みと個性をもたらす

とともに地域の景観を特徴づける重要な役割を果たしています。特に本市では、

戦災で多くの歴史的建造物を失ったことから、現在残されている建造物を保存

することは、良好な景観を形成する上で重要です。 

また、全体的に地形が平坦な本市において、地域のランドマークあるいはシ

ンボルとなり、自然の豊かさを表現する樹木は、四季折々の変化を楽しませて

くれるとともに、まちに潤いや安らぎを感じさせる景観上重要な要素となって

います。 

こうした建造物や樹木は、長い年月を経て育まれてきたものであり、市民や

地域住民の心象風景として親しまれていることから、保存活用すべき貴重な財

産といえます。 

しかし、こうした景観上重要な建造物や樹木は、老朽化に対して修理・維持

管理に費用や手間がかかること、機能性や耐震性に課題があるものが多いこと、

所有者の高齢化や相続によって修理・維持管理の担い手が不足しがちであるこ

となどにより、取り壊されたり伐採されてしまう例も見られ、所有者の努力だ

けで保存活用することは大変難しくなっています。 

このため、実態調査などにより景観上の価値が高い建造物や樹木を把握する

とともに、景観法や都市景観条例に基づく指定などの制度を活用し、市民と協

力してその保存活用をすすめ、景観の保全に必要な措置を講じます。 

 

② 指定など 

ア 景観上重要な建造物 

本市の良好な景観の形成のために特に重要な建造物（後述の「４ 景観重要

建造物又は景観重要樹木の指定の方針」の要件を満たす建造物）については、

景観法に基づき、所有者の意見を聴いて「景観重要建造物」に指定します。 

このほかに、都市景観の形成上重要な価値があると認められる建築物、工

作物などについては、都市景観条例に基づく「都市景観重要建築物」・「都市

景観重要工作物」（以下「都市景観重要建築物等」といいます。）に指定しま

す。また、既に「都市景観重要建築物等」に指定されている建造物について

も、本市の良好な景観の形成のために特に重要な建造物については、保存活

用のための支援策がより充実している景観法に基づく「景観重要建造物」へ

の移行をすすめていきます。 

これらのほかに、一定の地域における都市景観の形成上、歴史的又は文化

的価値があると認められる建築物、工作物などは、都市景観条例に基づく「登

録地域建造物資産」又は「認定地域建造物資産」として、所有者による保存

活用を支援します。 

(注)建造物は建築物（建築基準法による建築物）以外の工作物を含みます。 
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イ 景観上重要な樹木など 

市内には、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に基

づく「保存樹」、緑のまちづくり条例に基づく「保存樹木」、文化財保護法及

び文化財の保存及び活用に関する条例に基づく「天然記念物」があり、市内

に存在する名木や巨木と言われる樹木のほとんどはこれらに指定されていま

す。 

また、都市景観条例に基づき、「都市景観保存樹」に指定されている樹木が、

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に基づく「保存樹」

にも指定されるなど、同一の樹木などに対して複数の施策による保全策が講

じられている状況にあります。 

さらに、地域の良好な景観の形成に重要な樹木については、所有者の意見

を聴き、他の施策における保全策と連携を図りながら景観法に基づく「景観

重要樹木」への指定も検討し保全に努めます。 

ウ その他景観資源 

丘陵地の斜面や大規模な邸宅に残された樹林地、緑豊かな住宅地の景観を

形成している庭園や生垣、地域の歴史や文化を伝える史跡旧跡、地域の良好

な景観が楽しめる眺望点などについても地域の良好な景観を形成する上で、

重要な景観資源と言えます。こうした良好な景観を形成する上で、保存する

ことが望ましい樹林地や庭園などの景観資源については、所有者などへの意

識啓発を図りながら、保存のための緩やかな誘導策や支援措置を講じるよう

努めます。 

 

③ 保存活用の支援 

ア 所有者の保存活用に対する技術的・経済的支援などの充実 

所有者からの相談に応じ、「景観重要建造物」、「都市景観重要建築物等」、

「認定地域建造物資産」については、次のような技術的支援及び経済的支援

を、「登録地域建造物資産」については、次のような技術的支援をします。 

技術的支援として、「名古屋歴史的建造物保存活用推進員（以下「なごや歴

まちびと」といいます。）」の派遣を行います。 

経済的支援として、建造物等の保存活用を目的とした改修・修理工事など

に助成を行います。 

さらに「景観重要建造物」、「都市景観重要建築物等」、「認定地域建造物資

産」「登録地域建造物資産」について、「なごや歴史まちづくり基金」を設置

し、クラウドファンディングを活用した保存活用事業に対する助成制度を開

始するとともに、保存活用に関する制度的課題を解決するための検討などを

行い、支援をすすめます。 

(注)クラウドファンディングとは、群衆[crowd]と資金調達[funding]を組み合わせた造語

で、インターネットを通じて幅広く資金を集める手法です。 
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イ 多様な主体との連携 

地域やまちづくり NPO、学識者、専門家団体、民間事業者など歴史まちづく

りにかかわる多様な主体の交流や連携を強化します。また、景観法に基づき

指定された景観整備機構とも連携を図りながら、ネットワークづくり・情報

発信に努めます。 

ウ 人材育成と市民意識の醸成 

歴史的建造物の保存活用について専門的知識を持つ「なごや歴まちびと」

及び一般市民の意識啓発や参画を促す「名古屋歴史まちづくり市民推進員（な

ごや歴まちサポーター）」の育成を行うとともに、育成された人材が、多くの

場面で活躍できるよう環境を整えていきます。 

また、一般市民にも理解しやすい講座の開催及び啓発イベントの実施など

を通じて市民意識の醸成に努めます。 
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(６) 景観関連の施策・制度などの活用方針 

景観法の制定にあわせて改正された都市緑地法、屋外広告物法、都市計画法な

どの法制度をはじめ、文化財保護法その他の景観に関連する法制度についても、

本市の実情に応じて活用し、良好な景観の形成に努めます。 

また、景観を形成する上で道路や河川などの公共施設は非常に大きな役割を果

たしていますので、公共施設の整備の際には良好な景観の形成にも資するよう努

めます。 

さらに、良好な景観を形成し、維持するためには、市民や事業者などの協力も

重要ですので、市民や事業者などとの連携を図りながら良好な景観の形成に努め

ます。 

 

① 都市計画制度の活用 

ア 建築物などの規制・誘導 

建築物等の規制・誘導により良好な景観の形成に活用することができる都

市計画の制度として、景観地区、高度地区等の地域地区や地区計画などがあ

ります。 

「景観地区」は、景観法の制定に伴い創設された制度であり、市街地の良

好な景観の形成を図る地区を対象に建築物の形態意匠や高さなどについて強

制力のある規制を定めるものです。「地区計画」は、地域の特性にふさわしい

良好な環境を整備・開発・保全するために公共施設や建築物等の用途・形態

に加え意匠等の制限を定めるものです。 

どちらの制度も特定の地域を対象とした、地域特性に応じたまちづくりの

制度であることから、良好な景観の形成に向けた地域住民等の合意が得られ

る場合に、本市としても地域の実情に相応しい制度の活用方法を検討し適用

します。 

また、「高度地区」は、住居専用地域における居住環境の保全や、住商・住

工混在地、工業地の秩序ある街並みの形成を図るため、建築物の高さの最高

限度などを定めるものです。本市では、都心部や駅付近地を除くほぼ全域に

指定しております。 

イ 緑化施策の活用 

都市における良好な景観を形成する上で、緑化の充実は効果的です。その

ための施策としては、都市公園、道路、河川など公共空間における緑のネッ

トワークの形成、「風致地区」、「特別緑地保全地区」などの地域制緑地の指定、

また、都市緑地法に基づき一定規模以上の敷地における建築行為に対して一

定割合以上の緑化を義務付ける「緑化地域」の指定などがあります。これら

の様々な施策を本市の実情に合わせて活用し、緑の保全と創出を図ります。 
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② 公共施設の整備 

ア 道路の整備 

歩行者空間を中心に道路を良好に整備することは、快適で魅力あるまちづ

くりをすすめる上で非常に効果が高く、これまでも地域の特性に応じた道路

緑化や歩道の広い幹線道路、歴史的な町並み等における電線類の地中化など

を実施してきています。 

今後も、効果的に良好な道路空間が形成されるよう、地域の特性に応じた

必要な整備をすすめます。 

イ 河川等の整備 

河川などの水辺は、自然の豊かさと潤いをもたらしてくれる貴重な空間で

あり、景観上のアクセントとなります。本市では、今後とも親水空間の形成

や自然環境への配慮をした河川の整備をすすめます。 

特に、本市の中心部を南北に流れる堀川については、これまでに納屋橋地

区や黒川地区などにおいて親水空間整備をすすめてきており、納屋橋地区で

は堀川再生のシンボルとして旧加藤商会ビルの保存・活用もあわせて行って

います。今後は、名城地区や松重地区における親水空間の整備もすすめます。 

また、ささしまライブ 24 地区と名古屋港を結ぶ中川運河についても、ささ

しまライブ 24 地区の区画整理事業や沿岸の露橋下水処理場の再整備などに

あわせて、堀止地区などの親水空間整備をすすめます。 

 

③ 協定制度の活用 

地域住民等が良好なまちを維持するために自主的にまちづくりのルールを

定めるものとして協定制度があり、本市では、現在、都市景観条例に基づく都

市景観協定が 2 地区で締結されています。その他にも建築協定、緑地協定など

の協定が市内でも数多く締結されています。 

景観法においても同様な制度として景観協定が創設されており、本市では、

現在、2 地区で締結されています。 

良好な景観の維持・増進に向けた地域住民等の気運が高い地域においては、

地域の実情に応じた協定制度の活用を促進します。 

 

④ 市民・事業者などとの連携 

良好な景観の形成をすすめるためには、市民、事業者、NPO などの果たす役

割が重要になってきています。 

本市は、「町を美しくする運動」を提唱して、ノーポイ運動（ごみの投げ捨て

防止）や空地をきれいにする運動、違反広告物をなくす運動などを市民ととも

に行っています。また、地域住民の方々も愛護会などを組織して、道路、公園、

河川などの除草や清掃などの美化活動を行っています。さらに、NPO や市民団

体が主体的に歴史的建造物の保存活用を図るために取り組んでいる事例や地

域住民などが参加する協議会の設置やワークショップの開催を通じて公共施



- 30 - 

設の整備や計画づくりを行っている事例もあります。 

安心･安全で快適なまちづくりなごや条例に基づく自転車や自動車などの放

置禁止、ごみのポイ捨てや落書きなどの禁止、空地の適切な管理、路上禁煙地

区の指定の取り組みもまた良好な景観の形成にも寄与するものであり、市民や

事業者、NPO さらには関係行政機関などとの連携を図ることで、今後とも美し

い町並みの形成・維持に努めます。 

景観法では、一定の要件を満たす区域について土地所有者などの住民や NPO

が景観計画を提案することができる制度や、所有者が「景観重要建造物・景観

重要樹木」への指定を提案することができる制度が設けられており、これらの

制度を良好な景観の形成に活用していきます。 

 

⑤ ウォーカブルなまちづくりの推進 

今後のまちづくりとして、官民のパブリック空間をウォーカブルな人中心の

空間へ転換するため、官民が連携しながら「居心地が良く歩きたくなるまちな

か」を形成することが必要です。 

景観の観点からも、都心部の都市景観形成地区の沿道においては、まちに開

かれた居心地の良い空間創出を図るため、建物の外観などのほか、空間の使わ

れ方も含めた景観誘導を推進します。 
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３ 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

 

(１) 大規模建築物を対象とした行為の制限（景観形成基準） 

 

① 対象規模 

ア 高さが 31ｍを超える建築物 

（ただし、共同住宅（店舗付共同住宅等を含む。）のうち、指定容積率が

500％以上の地域に建築され、その敷地面積が 500 ㎡未満のものは除く。） 

イ 延べ面積が 10,000 ㎡を超える建築物 

（ただし、店舗、飲食店、遊技場その他これらに類する集客施設の場合は、

延べ面積が 3,000 ㎡を超える建築物を対象とする。） 

 

② 行為の制限（景観形成基準） 

基本事項 

ア 周辺の土地利用や景観に調和する、若しくは良好な景観を形

成する形態・意匠・色彩とする。 

イ 名古屋城眺望景観保全エリアのうち天守閣から 1km の範囲

における建築物は、各眺望点から見た名古屋城の眺望景観又

は天守閣展望室から見た市街地の眺望景観を阻害しないよ

うな形態・意匠・色彩とする。 

高 さ 

名古屋城眺望景観保全エリアにおける建築物の各部分の高さ

（建築物の高さには階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓そ

の他これらに類する建築物の屋上部分の高さも算入する。）は、

建築される位置に応じて、図 24 による限度高さ以下とする。た

だし、以下の場合はこの限りでない。 

・天守閣の背後に隠れる等により、各眺望点より視認されないこ

とが確認できる場合（背景景観の保全にかかる高さの制限に限

る。） 

・緊急時・災害時に必要となるなど、公益的な施設で、市長が名

古屋市広告・景観審議会の意見を聴き、必要最小限の範囲でや

むを得ないと認めた場合 

・市長が名古屋市広告・景観審議会の意見を聴き、眺望を阻害し

ないと認めた場合 



- 32 - 

外 観 

ア 外観の材質や色彩などは、周囲に圧迫感を与えないよう景観

上の配慮を行う。 

イ 外観の色彩は、低彩度色（JIS Z8721 に定める彩度で、6 以

下を目途）を使用する。ただし、以下の場合は、この限りで

ない。 

・アクセントとして壁面ごとに 10％以下の面積で使用する

場合 

・自然素材に彩色を施さず使用する場合 

ウ 名古屋城眺望景観保全エリアのうち天守閣から 1 ㎞の範囲

における建築物の外観の色彩は、イの基準にかかわらず、色

相（JIS Z8721 に定める色相）ごとに下表の彩度以下とす

る。 

区 分 色 相 彩度の上限値 

1 R（赤）又は YR（橙）系 6 

2 Y（黄）系 4 

3 その他 2 

ただし、以下の場合はこの限りでない。 

・アクセントとして壁面ごとに 10％以下の面積で使用する

場合 

・自然素材に彩色を施さず使用する場合 

・天守閣展望室から見た時に裏側になる等により、視認され

ない部分に使用する場合（上表の区分 2 又は 3 の場合に限

る。） 

エ 外観に複数の色を使用する場合は、色の組み合わせや配色に

注意する。 

オ 周囲に住宅等がある地域で、壁面に光沢のある外壁材やガラ

ス等を使用する場合は、太陽の反射光などが住宅等を長時間

照らすことがないよう配慮する。 
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駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、周囲の景観に配慮した位置に設置する。 

イ 立体駐車場は、道路に面して設置しないよう努める。 

ウ ハーモニカ式の駐車場（駐車マスが道路に直接面する形状の

駐車場）は設置しない。やむを得ず設置する場合は、5 台分

の駐車マスを目途に幅 50cm 以上の植栽帯を設置するか駐車

マスを緑化ブロックなどで緑化する。 

エ 自走式の立体駐車場を設置する場合は、自動車や設備などが

見えないよう目隠しを設置するなどの景観上の配慮を行う。 

オ 機械式駐車場（タワーパーキングを除く。）を設置する場合

は、地上部分を一段とするか、自動車や設備などが見えない

よう目隠しを設置するなどの景観上の配慮を行う。 

緑 化 

ア 道路境界、出入口付近など景観を形成する上で効果的な場所

に緑化を行う。 

イ 建築物に附属する駐車場においては、周囲の緑化に努める。 

附属施設 

ア 電気・空調・給排水などの建築設備、物干し、ごみ収集設備

などについては、目立たない位置に設置するか、目隠しを設

置するなどの景観上の配慮を行う。 

イ 名古屋城眺望景観保全エリアのうち天守閣から 1 ㎞の範囲

における建築物の照明は、点滅するもの、輝度が変化するも

の、表示に動きのあるものや夜景を阻害する高輝度のものは

設置しない。ただし、以下の場合はこの限りではない。 

・他の法令等で設置が義務付けられている場合 

・名古屋の魅力向上に資するもので、期間限定で市長が特に

認めた場合 

・市長が名古屋市広告・景観審議会の意見を聴き、眺望を阻

害しないと認めた場合 

そ の 他 

ア 敷地の周囲のさく・塀などは、色彩や高さなどに配慮し、周

囲への圧迫感を軽減させるよう努める。 

イ 敷地内の舗装の材質や色彩は、歩道の舗装との調和に配慮す

る。 

ウ 敷地内に法面や擁壁がある場合は、緑化や化粧ブロックを用

いるなど、景観上の配慮を行う。 

エ 本市の景観を形成する上で、特に重要な建造物や地域の周辺

では、景観上の十分な配慮を行う。（徳川園、町並み保存地

区など） 
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図 24 名古屋城眺望景観保全エリアにおける高さ制限図（平面図） 

 

  

各区域の建築物及び工作物の各部分の限度高さ H（標高）は以下のとおりとする。 

ただし、X,Y 座標は平面直角座標系（7 系）、標高は東京湾平均海面（TP）を基準と

し、L は眺望点から計画地の建築物、工作物の各部分までの距離とする。 

Ａ区域 H=50(m) 

Ｂ区域 H=62(m) 

Ｃ区域 
H=0.058595×L1＋14.213（m） 

L1=√｛（X1＋90498.839）2＋（Y1＋24408.028）2｝（m） 

（X１、Y１は計画地の建築物、工作物の各部分の座標とする） 

Ｄ区域 
H=0.093526×L2＋15.709（m） 

L2=√｛（X2＋90351.645）2＋（Y2＋24266.730）2｝（m）  

（X２、Y２は計画地の建築物、工作物の各部分の座標とする） 
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図 25 名古屋城眺望景観保全エリアにおける高さ制限図（断面図） 

 
  

【Ｂ-Ｂ’断面図】 

【A-A’断面図】 
（標高） 

150m 

西之丸からの背景景観保全に関する建築物等の限度高さ 

パノラマ景観保全に関する建築物等の限度高さ 
100m 

▼標高 62m 
▼標高 50m 

50m 

眺望点（西之丸） 

0m 
基準点 

A A’ 1km 

1.5km 

（標高） 

本丸からの背景景観保全に関する建築物等の限度高さ 
150m 

パノラマ景観保全に関する建築物等の限度高さ 100m 

▼標高 62m 

▼標高 50m 
50m 

眺望点（本丸） 

0m 
基準点 

B B’ 1km 
1.5km 
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(２) 大規模工作物を対象とした行為の制限（景観形成基準） 

 

① 対象規模 

ア 地上からの高さが 31ｍを超える工作物 

（建築物に定着し、又は継続して設置される場合には、その高さが 10ｍを

超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が 31ｍを超える工作物を対象とす

る。） 

イ 敷地の用に供する土地の面積が 10,000 ㎡を超える工作物 

ウ 地上からの高さが 5ｍを超える高架道路、高架鉄道その他これらに類する

工作物 

エ 幅員が 15ｍを超え、又はその延長が 30ｍを超える橋りょう、横断歩道橋、

こ線橋その他これらに類する工作物 

 

 

② 行為の制限（景観形成基準） 

基本事項 

ア 周辺の土地利用や景観に調和する、若しくは良好な景観を形

成する形態・意匠・色彩とする。 

イ 名古屋城眺望景観保全エリアのうち天守閣から 1km の範囲に

おける工作物は、各眺望点から見た名古屋城の眺望景観又は

天守閣展望室から見た市街地の眺望景観を阻害しないよう

な形態・意匠・色彩とする。 

高 さ 

名古屋城眺望景観保全エリアにおける工作物の高さは、設置さ

れる位置に応じて、図 24 による限度高さ以下とする。ただし、以

下の場合はこの限りでない。 

・天守閣の背後に隠れる等により、各眺望点より視認されないこ

とが確認できる場合（背景景観の保全にかかる高さの制限に限

る。） 

・緊急時・災害時に必要となるなど、公益的な施設で、市長が名

古屋市広告・景観審議会の意見を聴き、必要最小限の範囲でや

むを得ないと認めた場合 

・市長が名古屋市広告・景観審議会の意見を聴き、眺望を阻害し

ないと認めた場合 
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外 観 

ア 外観の色彩は、低彩度色（JIS Z8721 に定める彩度で、6 以

下を目途）を使用する。ただし、以下の場合は、この限りで

ない。 

・他の法令等で配色が定められている場合 

・アクセントとして 10％以下の面積で使用する場合 

・自然素材に彩色を施さず使用する場合 

イ 名古屋城眺望景観保全エリアのうち天守閣から 1㎞の範囲に

おける工作物の外観の色彩は、アの基準にかかわらず、色相

（JIS Z8721 に定める色相）ごとに下表の彩度以下とする。 

区 分 色 相 彩度の上限値 

1 R（赤）又は YR（橙）系 6 

2 Y（黄）系 4 

3 その他 2 

ただし、以下の場合はこの限りでない。 

・アクセントとして壁面ごとに 10％以下の面積で使用する

場合 

・自然素材に彩色を施さず使用する場合 

・天守閣展望室から見た時に裏側になる等により、視認され

ない部分に使用する場合（上表の区分 2 又は 3 の場合に限

る。） 

ウ 既存の鉄塔や煙突などについては、塗装の塗り替え時に低彩

度色（JIS Z8721 に定める彩度で、6 以下を目途）を使用す

るよう努める。ただし、他の法令等で配色が定められている

場合はこの限りでない。 

緑 化 

ア 地上に設置される鉄塔、敷地面積が 10,000 ㎡を超える工作

物などについては、道路境界、出入口付近など景観を形成す

る上で効果的な場所に緑化を行う。 

イ 工作物に附属する駐車場においては、周囲の緑化に努める。 
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附属施設 

ア 駐車場及びその出入口については、景観上配慮した位置に設

置する。 

イ 電気・空調・給排水などの建築設備、物干し、ごみ収集設備

などについては、目立たない位置に設置するか、目隠しを設

置するなどの景観上の配慮を行う。 

ウ 名古屋城眺望景観保全エリアのうち天守閣から 1㎞の範囲に

おける工作物の照明は、点滅するもの、輝度が変化するもの、

表示に動きのあるものや夜景を阻害する高輝度のものは設

置しない。ただし、以下の場合はこの限りではない。 

・他の法令等で設置が義務付けられている場合 

・名古屋の魅力向上に資するもので、期間限定で市長が特に

認めた場合 

・市長が名古屋市広告・景観審議会の意見を聴き、眺望を阻

害しないと認めた場合 

そ の 他 

ア 製造施設、貯蔵施設、供給施設、処理施設、運動施設、遊戯

施設などの工作物の配置については、景観上の配慮を行う。 

イ 敷地の周囲のさく・塀などは、色彩や高さなどに配慮し、周

囲への圧迫感を軽減させるよう努める。 

ウ 敷地内の舗装の材質や色彩は、歩道の舗装との調和に配慮す

る。 

エ 敷地内に法面や擁壁がある場合は、緑化や化粧ブロックを用

いるなど、景観上の配慮を行う。 

オ 本市の景観を形成する上で、特に重要な建造物や地域の周辺

では、景観上の十分な配慮を行う。（徳川園、町並み保存地区

など） 
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(３) 都市景観形成地区内の建築物、工作物及び土地の形質の変更を対象とした行為の

制限（景観形成基準） 

図 2 から図 9 に示す都市景観形成地区における建築物、工作物及び土地の形質

の変更の景観形成基準を以下に示します。 

 

① 久屋大通都市景観形成地区 

一 建築物 

 

基本事項 

ア 建築物は、久屋大通のイメージを高めるよう洗練された品

位のあるデザインとする。 

イ 建築物の形態、意匠、色彩、位置などは、街並みと調和し

たものとする。 

ウ 久屋大通から見える建築物の側面は、正面の外壁と同様の

材質を使用するなど、景観上の配慮を行う。 

規 模 
建築物の規模は、共同化などにより量感のあるものとするよ

う努める。 

色 彩 

外観の色彩は、建築物、樹木など周辺の景観と調和した落ち

着いたものとする。ただし、面積を抑え、アクセントとして効

果的に用いられる色彩については、この限りでない。 

壁面の位置 

(1 階部分) 

歩道との一体感を確保するため、久屋大通に面する 1 階部分

の外壁(柱及び袖壁を除く。)から久屋大通の道路境界線までの

距離は、1ｍ以上とする。ただし、隅切り部分は、同一街区内にお

ける隅切りを除いた久屋大通の道路境界線を延長した線を道路

境界線とみなす。 

壁面後退

区 域 

ア 久屋大通の道路境界線（隅切り部分は、同一街区内におけ

る隅切りを除いた久屋大通の道路境界線を延長した線）か

ら 0.5ｍ以内の区域の地上には、工作物及び地上広告は設置

しない。ただし、以下のものについては、この限りでない。 

・植栽ます 

・隣接建築物の目隠しなどを目的とする工作物 

・工事用の仮設物 

・隣地境界線から 1ｍ以内に設置する工作物及び地上広告 

イ 久屋大通と調和した舗装材の使用及び段差解消に努める。 
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1 階部分 
久屋大通に面する１階部分は、閉鎖的にならないようショー

ウィンドーを設けるなど、街のにぎわいの演出に努める。 

ガラス面 

内側から 

の 表 示 

建築物のガラス面の内側から外に向けて表示される文字や

図柄などは、街並みとの調和に配慮する。 

シャッター 

久屋大通に面するシャッターは、シースルー化を図る。ただ

し、防犯、防災上の理由でシースルー化できない場合は、照明

を工夫するなど、景観上の配慮を行う。 

駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、原則として久屋大通に面して設置しな

い。ただし、駐車場の設置が必要で、久屋大通以外に出入

口が設けられない場合は、街並みの連続性やにぎわいを損

なわないよう配慮する。 

イ 駐車場は、久屋大通から目立たない位置に配置するなど、

街並みとの調和に配慮する。 

建築設備 

な ど 

電気・空調・給排水などの建築設備、物干し、ごみ収集設備

などは、道路及び公園から目立たないよう工夫する。 

屋 上 屋上部分は、テレビ塔からの景観に配慮する。 

夜景の演出 
久屋大通に面する部分は、照明やショーウィンドーの活用に

より、洗練された魅力ある夜景の演出に努める。 

角 地 
主要な交差点の角地においては、街の目印となるようなシン

ボル化に努める。 

(注)敷地が久屋大通に面しない建築物で、敷地の過半が久屋大通都市景観形成地区に含まれ

ない場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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二 工作物 

 

基本事項 

ア 工作物は、久屋大通のイメージを高めるよう洗練された品

位のあるデザインとする。 

イ 工作物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並み

と調和したものとする。 

ウ 久屋大通の道路境界線（隅切り部分は、同一街区内におけ

る隅切りを除いた久屋大通の道路境界線を延長した線）か

ら 0.5ｍ以内の区域の地上には、工作物は設置しない。ただ

し、以下のものについては、この限りでない。 

・植栽ます 

・隣接建築物の目隠しなどを目的とする工作物 

・工事用の仮設物 

・隣地境界線から 1ｍ以内に設置する工作物 

さく・塀 
さく・塀は、久屋大通に面して設置しない。ただし、やむを

得ず設置する場合は、街並みとの調和に配慮する。 

日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

日よけ・雨よけテントは、久屋大通に突き出さない。 

駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、原則として久屋大通に面して設置しな

い。ただし、駐車場の設置が必要で、久屋大通以外に出入

口が設けられない場合は、街並みの連続性やにぎわいを損

なわないよう配慮する。 

イ 久屋大通に面する駐車場は、外周の緑化を行うなど、街並

みとの調和に配慮する。 

工事用の 

囲 い 

久屋大通に面する工事用の囲いは、街並みとの調和に配慮す

る。 

自動販売機 
自動販売機は、久屋大通に直接面して設置しない。ただし、

景観上の配慮がされているものについては、この限りでない。 

そ の 他 
道路及び公園に設ける工作物は、周辺の景観に調和したデザ

インとする。 

(注 1)久屋大通に面しない工作物で、過半が久屋大通都市景観形成地区に含まれない場合に

は、行為の届出等に関する規定は適用されません。 

(注 2)仮設の工作物の建設等を行う場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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② 広小路・大津通都市景観形成地区 

建築物・工作物 

（［］内は適用される区域を示す。区域を指定していないものは全域に適用。

また、※印による特記がないものは建築物及び工作物に適用。） 

基本事項 

ア 建築物及び工作物は、広小路通及び大津通のにぎわいと品位

を高めるデザインとする。 

イ 建築物及び工作物の形態、意匠、色彩、位置などは、街並み

と調和したものとする。 

形 態 ・ 

意 匠 ・ 

色 彩 

ア 主要道路から見える建築物の側面は、正面の外壁と同様の材

質を使用するなど、景観上の配慮を行う。 

イ 建築物の規模は、共同化などにより量感のあるものとするよ

う努める。 

ウ 高さ３１ｍを超える建築物は、これまで形成されてきた高さ

３１ｍの街並みの軒線を意識したデザインとするなど、街並

みの連続性や広小路通の個性や風格が感じられる街並みの

形成に努める。 

エ 交差点に面する敷地の角の部分においては、交差点からの見

え方を意識したデザインに努める。 

オ 外観の色彩は、低彩度色（JIS Z8721 に定める彩度で、6 以下

を目途）を使用する。ただし、以下の場合は、この限りでな

い。 

・アクセントとして壁面ごとに 10％以下の面積で使用する

場合 

・自然素材に彩色を施さず使用する場合 

※上記のうち、ア、イ、ウは建築物のみに適用し、それ以外は建

築物及び工作物に適用する。 
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壁面の位置 

(1･2 階部分) 

ア 開放的で華やかな空間を演出するオープンスペースを確保

し、またゆとりある快適な歩行者空間を創出するため、広小

路通に面する 1･2 階部分の壁面の位置の制限は、以下のとお

りとする。ただし、隅切り部分は、同一街区内における隅切

りを除いた広小路通の道路境界線を延長した線を道路境界

線とみなす。［広小路通］ 

・敷地面積が 500 ㎡以上の場合： 

外壁又はこれに代わる柱の面から広小路通の道路境界

線までの距離は 2.5ｍ以上とする。 

・敷地面積が 500 ㎡未満の場合： 

外壁から広小路通の道路境界線までの距離は 1.5ｍ以

上、柱の面から広小路通の道路境界線までの距離は 0.5

ｍ以上とする。 

イ ゆとりある快適な歩行者空間を創出するため、大津通に面す

る 1･2 階部分の壁面の位置の制限は、以下のとおりとする。

ただし、隅切り部分は、同一街区内における隅切りを除いた

大津通の道路境界線を延長した線を道路境界線とみなす。 

［大津通］ 

・敷地奥行きが 15ｍ以上の場合： 

外壁又はこれに代わる柱の面から大津通の道路境界線

までの距離は 2.5ｍ以上とする。 

・敷地奥行きが 15ｍ未満の場合： 

外壁から大津通の道路境界線までの距離は 1.5ｍ以上、

柱の面から大津通の道路境界線までの距離は 0.5ｍ以

上とする。 

※上記のすべては建築物のみに適用する。 
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地 上 部 

ア 主要道路の道路境界線（隅切り部分は、同一街区内における

隅切りを除いた主要道路の道路境界線を延長した線）から

1.5ｍ以内の区域には、原則として工作物等及び地上広告は

設置しないこととする。なお、以下のようなもので、まちに

開かれた居心地が良く滞在したくなる空間の創出に寄与す

ると市長が認めたものについては設置できる。 

・テラス席 

・ベンチ、テーブル、パラソル等のストリートファニチャー 

・植栽（プランターやコンテナを含む） 

・夜間景観に配慮した照明     など 

ただし、設置するストリートファニチャー等は、広小路通及

び大津通の雰囲気に合うよう、デザインや質に配慮したもの

とすること。 

イ 主要道路と調和した舗装材の使用及び段差解消に努める。 

低 層 部 

(1･2 階部分) 

ア 主要道路に面する低層部は、歩行者にとって居心地の良さが

感じられる街並みとなるように、ファサードの形態意匠を工

夫する。 

イ 主要道路に面する低層部の用途は、物販、飲食又はサービス

業を営む店舗など、まちのにぎわいづくりに配慮した用途の

導入に努める。 

ウ 主要道路に面する低層部は、閉鎖的にならないよう建築物内

外の様子が相互に見えるような開口部、主要道路から直接ア

クセスできる開口部又はショーウィンドーを設けるなど、建

築物内のにぎわいがまちへにじみ出すよう努める。 

エ 主要道路に面してシャッターは設置しないように努める。た

だし、やむを得ず設置する場合は、シースルー化を図るなど、

景観上の配慮を行う。 

※上記のうち、イ、ウは建築物のみに適用し、それ以外は建築物

及び工作物に適用する。 
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駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、原則として主要道路に面して設置しな

い。ただし、駐車場の設置が必要で、主要道路以外に出入口

が設けられない場合は、街並みの連続性やにぎわいを損なわ

ないよう配慮する。 

イ 駐車場は、主要道路から目立たない位置に配置するなど、街

並みとの調和に配慮する。 

ウ 主要道路に面する駐車場は、花木による外周の緑化、夜間の

照明、フェンスのデザインの工夫など、歩行者が楽しく歩け

るよう街並みとの調和に配慮する。 

エ 主要道路に面して設ける駐車場の用途に供する部分の面積

（道路境界線から後退した部分を含む）が 500 ㎡以上の場合

は、道路境界線（隅切り部分は、同一街区内における隅切り

を除いた主要道路の道路境界線を延長した線）から 2.5ｍ以

内の区域を、以下のとおりとするよう努める。 

・駐車場の用途に供するものは設置しない。 

・まちに開かれた居心地が良く滞在したくなる空間とする。 

※上記のうち、イは建築物のみに適用し、ウ、エは工作物のみに

適用し、それ以外は建築物及び工作物に適用する。 

緑 化 
道路境界、出入口付近など景観を形成する上で効果的な場所に

緑化を行うよう努める。 

都 市 景 観 

重要建築物 

など 

都市景観重要建築物などの周辺においては、これとの調和に配

慮する。［広小路通］ 
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附属施設 

ア さく・塀は、原則として主要道路に面して設置しない。ただ

し、やむを得ず設置する場合は、街並みとの調和に配慮する。 

イ テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。 

ウ アーケードは設置しない。 

エ 駐輪場やバイク駐車場、シェアモビリティ置き場は、原則と

して主要道路に面して設置しない。ただし、やむを得ず設置

する場合は、街並みとの調和に配慮する。 

オ 電気・空調・給排水などの建築設備、ごみ収集設備などは、

道路から目立たないよう工夫する。 

カ 自動販売機は、主要道路に直接面して設置しない。ただし、

景観上の配慮がされているものについては、この限りでな

い。 

※上記のうち、ウ、オは建築物のみに適用し、それ以外は建築物

及び工作物に適用する。 

夜間景観 
主要道路に面する部分は、照明やショーウィンドーの活用によ

り、洗練された魅力ある夜間景観の演出に努める。 

屋内から 

の 表 示 

ア 1・2 階において、建築物のガラス面の内側から外に向けて表

示される文字や図柄などは、街並みとの調和に配慮する。 

イ 建築物の 3 階以上の階には、ガラス面の内側から外に向けて

文字や図柄などは表示しない。ただし、やむを得ず表示する

場合は、切り抜き文字を使用するなど、景観上の配慮を行う。 

ウ 高彩度色及び蛍光色は、使用する面積を抑え、アクセントと

して効果的に用いるなど注意して使用する。 

エ 補色関係など刺激の強い配色をする場合は、彩度を下げるな

ど注意して使用する。 

オ 文字や図柄は、バランス良く配置する。また、雑然とした印

象を与えないよう、使用する色数や文字量も注意する。 

カ 屋内から外に向けて電光表示装置等を設置する場合は、名古

屋市デジタルサイネージガイドラインの基準に適合するこ

と。ただし、市長がデザイン、色彩、動き、輝度等の周辺環

境への影響に十分配慮したものと認めた場合は、この限りで

ない。その他、屋内から点滅や輝度の変化、表示の動きのあ

るものを表示する場合は、速度を緩やかなものとしたうえ

で、街並みとの調和に配慮する。 

※上記のすべては建築物のみに適用する。 
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(注 1)敷地が広小路通又は大津通に面しない建築物で、敷地の過半が広小路・大津通都市景

観形成地区に含まれない場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 

(注 2)広小路通又は大津通に面しない工作物で、過半が広小路・大津通都市景観形成地区に

含まれない場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。  

(注 3)仮設の工作物の建設等を行う場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。  
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③ 名古屋駅都市景観形成地区 

一 建築物 

（［］内は適用される区域を示す。区域を指定していないものは全域に適用。） 

 

基本事項 

ア 建築物は、名古屋大都市圏の玄関にふさわしい風格を感じ

させるとともに洗練されたデザインとする。 

イ 建築物の形態、意匠、色彩、位置などは、街並みと調和し

たものとする。 

ウ 主要道路から見える建築物の側面は、正面の外壁と同様の

材質を使用するなど、景観上の配慮を行う。 

規模・高さ 

ア 建築物の高さは 20ｍ以上とし、共同化などにより量感のあ

るものとするよう努める。 

［ロータリー周辺、桜通、名駅通］ 

イ 建築物の規模は、共同化などにより量感のあるものとする

よう努める。［広小路通、太閤通口、名駅通（高架）］ 

壁面の位置 

ア 開放的でゆとりある快適な歩行者空間を創出するため、主

要道路に面する 1･2 階部分の壁面の位置の制限は、以下の

とおりとする。ただし、通行の妨げとならない柱で、市長

が特に認めたものはこの限りでない。 

［ロータリー周辺、名駅通、広小路通］ 

・敷地面積が 500 ㎡以上の場合： 

外壁又はこれに代わる柱の面から主要道路の道路境

界線までの距離は 2.5ｍ以上とする。 

・敷地面積が 500 ㎡未満の場合： 

外壁から主要道路の道路境界線までの距離は 1.5ｍ

以上、柱の面から主要道路の道路境界線までの距離

は 0.5ｍ以上とする。 

イ 歩行者空間にゆとりを演出するため、主要道路に面する 1･

2 階部分の外壁（柱及び袖壁を除く。）から主要道路の道路

境界線までの距離は、1ｍ以上とする。［桜通］ 

ウ 歩行者空間との一体感を確保するため、主要道路に面する

１階部分の外壁（柱及び袖壁を除く。）から主要道路の道路

境界線までの距離は、1ｍ以上とする。ただし、高架下及び

高架の間に挟まれている敷地はこの限りでない。 

［太閤通口、名駅通（高架）］ 
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壁面後退 

区 域 

ア 主要道路の道路境界線から 1.5ｍ以内の区域には、工作物

及び地上広告は設置しない。ただし、以下のものについて

は、この限りでない。 

［ロータリー周辺、名駅通、広小路通］ 

・隣接建築物の目隠しなどを目的とする工作物で、将来容

易に撤去可能なもの 

・工事用の仮設物 

・通行の妨げとならない工作物及び地上広告で、市長が特

に認めたもの 

イ 主要道路の道路境界線から 0.5ｍ以内の区域には、工作物

及び地上広告は設置しない。ただし、以下のものについて

は、この限りでない。［桜通、太閤通口、名駅通（高架）］ 

・植栽ます 

・隣接建築物の目隠しなどを目的とする工作物 

・工事用の仮設物 

・隣地境界線から 1ｍ以内に設置する工作物及び地上広告 

・通行の妨げとならない工作物及び地上広告で、市長が特

に認めたもの 

ウ 主要道路と調和した舗装材の使用及び段差解消に努める。 

1 階部分 

ア 広小路通に面する１階部分の用途は、物販、飲食又はサー

ビス業を営む店舗など、街のにぎわいづくりに配慮した用

途の導入に努める。［広小路通］ 

イ 主要道路に面する１階部分は、閉鎖的にならないようショ

ーウィンドーを設けるなど、街のにぎわいの演出に努め

る。 

ガラス面 

内側から 

の 表 示 

ア 建築物のガラス面の内側から外に向けて文字や図柄など

は表示しない。ただし、やむを得ず表示する場合は、切り

抜き文字を使用するなど、景観上の配慮を行ったもので、

1･2 階部分に限る。［ロータリー周辺］ 

イ 建築物の以下の部分には、ガラス面の内側から外に向けて

文字や図柄などは表示しない。ただし、やむを得ず表示す

る場合は、切り抜き文字を使用するなど、景観上の配慮を

行う。 

・2 階以上［桜通、名駅通］ 

・3 階以上［広小路通、太閤通口、名駅通（高架）］ 
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日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。 

アーケード アーケードは設置しない。［広小路通］ 

シャッター 

主要道路に面するシャッターは、シースルー化を図る。ただ

し、防犯、防災上の理由でシースルー化できない場合は、照明

を工夫するなど、景観上の配慮を行う。 

駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、原則として主要道路に面して設置しな

い。ただし、駐車場の設置が必要で、主要道路以外に出入

口が設けられない場合は、街並みの連続性やにぎわいを損

なわないよう配慮する。 

［ロータリー周辺、桜通、名駅通、広小路通］ 

イ 駐車場の出入口が主要道路に面する場合は、街並みの連続

性やにぎわいを損なわないよう配慮する。 

［太閤通口、名駅通（高架）］ 

ウ 駐車場は、主要道路から目立たない位置に配置するなど、

街並みとの調和に配慮する。 

建築設備 

な ど 

電気・空調・給排水などの建築設備、ごみ収集設備などは、

道路から目立たないよう工夫する。 

公開空地 

な ど 

ア 主要交差点に面した敷地で公開空地などを設ける場合は、

主要交差点側に設置する。 

イ 公開空地などを設ける場合は、街並みの連続性やにぎわい

を損なわないよう配慮する。［広小路通］ 

夜景の演出 
主要道路に面する部分は、照明やショーウィンドーの活用に

より、洗練された魅力ある夜景の演出に努める。 

(注)敷地が主要道路に面しない建築物で、敷地の過半が名古屋駅都市景観形成地区に含まれ

ない場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。  
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二 工作物 

（［］内は適用される区域を示す。区域を指定していないものは全域に適用。） 

 

基本事項 

ア 工作物は、名古屋大都市圏の玄関にふさわしい洗練された

デザインとする。 

イ 工作物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並み

と調和したものとする。 

ウ 主要道路の道路境界線から 1.5ｍ以内の区域には、工作物

は設置しない。ただし、以下のものについては、この限り

でない。［ロータリー周辺、名駅通、広小路通］ 

・隣接建築物の目隠しなどを目的とする工作物で、将来容

易に撤去可能なもの 

・工事用の仮設物 

・通行の妨げとならない工作物で、市長が特に認めたもの 

エ 主要道路の道路境界から 0.5ｍ以内の区域には、工作物は

設置しない。ただし、以下のものについては、この限りで

ない。［桜通、太閤通、名駅通（高架）］ 

・植栽ます 

・隣接建築物の目隠しなどを目的とする工作物 

・工事用の仮設物 

・隣地境界線から 1ｍ以内に設置する工作物 

・通行の妨げとならない工作物で、市長が特に認めたもの 

日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

ア 日よけ・雨よけテントは、主要道路に突き出さない。 

［ロータリー周辺、桜通、名駅通］ 

イ 日よけ・雨よけテントの突出幅は、主要道路の道路境界線

から 1ｍ以下とする。 

［広小路通、太閤通、名駅通（高架）］ 

ウ テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。 
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駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、原則として主要道路に面して設置しな

い。ただし、駐車場の設置が必要で、主要道路以外に出入

口が設けられない場合は、街並みの連続性やにぎわいを損

なわないよう配慮する。 

［ロータリー周辺、桜通、名駅通、広小路通］ 

イ 駐車場の出入口が主要道路に面する場合は、街並みの連続

性やにぎわいを損なわないよう配慮する。 

［太閤通、名駅通（高架）］ 

ウ 主要道路に面する駐車場は、外周の緑化、フェンスのデザ

インの工夫など、街並みとの調和に配慮する。 

工事用の 

囲 い 

主要道路に面する工事用の囲いは、街並みとの調和に配慮す

る。 

自 動 

販 売 機 

ア 自動販売機は、主要道路に直接面して設置しない。 

［ロータリー周辺、桜通、名駅通］ 

イ 自動販売機は、主要道路に直接面して設置しない。ただし、

景観上の配慮がされているものについては、この限りでな

い。［広小路通、太閤通、名駅通（高架）］ 

そ の 他 
道路に設ける工作物は、景観上特に配慮したデザインとす

る。 

(注 1)主要道路に面しない工作物で、過半が名古屋駅都市景観形成地区に含まれない場合に

は、行為の届出等に関する規定は適用されません。 

(注 2)仮設の工作物の建設等を行う場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。  
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④ 四谷・山手通都市景観形成地区 

一 建築物 

 

基本事項 

ア 建築物は、坂・緑・曲線や街並みに調和し、個性的で質の

高い魅力的なデザインとする。 

イ 山手グリーンロード又は一般国道 153号から見える建築物

の側面は、正面の外壁と同様の材質を使用するなど、景観

上の配慮を行う。 

色 彩 

外観の色彩は、建築物、樹木など周辺の景観と調和した落ち

着いたものとする。ただし、面積を抑え、アクセントとして効

果的に用いられる色彩については、この限りでない。 

壁面の位置 

(1 階部分) 

歩道との一体感を確保するため、四谷通地区又は山手通地区

で敷地面積が 500 ㎡以上の場合は、山手グリーンロードに面す

る１階部分の外壁（柱及び袖壁を除く。）から山手グリーンロー

ドの道路境界線までの距離は、1.5ｍ以上とする。ただし、隅切

り部分は、同一街区内における隅切りを除いた山手グリーンロ

ードの道路境界線を延長した線を道路境界線とみなす。 

外構の舗装 外構の舗装は、歩道など周辺の景観との調和に配慮する。 

ガラス面 

内側から 

の 表 示 

建築物の 2 階以上の階には、ガラス面の内側から外に向けて

文字や図柄などは表示しない。ただし、やむを得ず表示する場

合は、切り抜き文字を使用するなど、景観上の配慮を行う。 

シャッター 

山手グリーンロード又は一般国道 153号に面するシャッター

は、シースルー化を図る。ただし、防犯、防災上の理由でシー

スルー化できない場合は、照明を工夫するなど、景観上の配慮

を行う。 

駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、歩道を横断する箇所を極力少なくする

よう設置する。 

イ 駐車場は、山手グリーンロード又は一般国道 153 号から目

立たない位置に配置するなど、街並みとの調和に配慮す

る。 

ウ 立体駐車場は、建築物と一体的な修景を行うなど景観上の

配慮を行う。 
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建築設備 

な ど 

電気・空調・給排水などの建築設備、物干し、ごみ収集設備

などは、道路から目立たないよう工夫する。 

緑 化 

敷地面積が 500 ㎡以上の場合は、既存の緑をできる限り残す

とともに、道路沿いに低・中・高木を適切に配置するなど、景

観を形成する上で効果的な緑化を行う。また、四季を演出する

ため、季節感のある植栽に努める。 

夜景の演出 

山手グリーンロード又は一般国道 153 号に面する部分は、照

明やショーウィンドーの活用により、洗練された魅力ある夜景

の演出に努める。 

角地の演出 
主要な交差点の角地においては、街の目印となるようなシン

ボル化に努める。 

(注)敷地が山手グリーンロード、一般国道 153 号又は景観こみち地区の区画道路に面しない

建築物で、敷地の過半が四谷・山手通都市景観形成地区に含まれない場合には、行為の届

出等に関する規定は適用されません。 
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二 工作物 

 

基本事項 

ア 工作物は、質の高い魅力的なデザインとする。 

イ 工作物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、周辺の

緑や街並みと調和したものとする。 

さく・塀 
さく・塀は生け垣とする。やむを得ずフェンスなどを使用す

る場合は、その前面に植栽を行うなど、景観上の配慮を行う。 

擁 壁 

コンクリート擁壁などは避け、石積み又は法面をいかした緑

化を行う。ただし、景観上の配慮がされているものについては、

この限りでない。 

日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

ア 日よけ・雨よけテントの突出幅は、山手グリーンロード又

は一般国道 153 号の道路境界線から 1ｍ以下とする。 

イ テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。 

駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、歩道を横断する箇所を極力少なくする

よう設置する。 

イ 立体駐車場は、建築物と一体的な修景を行うなど景観上の

配慮を行う。 

ウ 駐車場の外周には緑化を行うなど、街並みとの調和に配慮

する。 

工事用の

囲 い 

山手グリーンロード又は一般国道 153号に面する工事用の囲

いは、街並みとの調和に配慮する。 

自動販売機 

自動販売機は、山手グリーンロード、一般国道 153 号又は景

観こみち地区内の道路に直接面して設置しない。ただし、景観

上の配慮がされているものについては、この限りでない。 

(注 1)山手グリーンロード、一般国道 153 号又は景観こみち地区の区画道路に面しない工作

物で、過半が四谷・山手通都市景観形成地区に含まれない場合には、行為の届出等に関

する規定は適用されません。 

(注 2)仮設の工作物の建設等を行う場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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三 土地の形質の変更 

 
土地の形質 

の 変 更 

可能な限り現況の地形や緑を保全するとともに、景観を形成

する上で効果的な緑化を行う。 

(注) 山手グリーンロード、一般国道 153 号又は景観こみち地区の区画道路に面しない敷地に

おける土地の形質の変更で、敷地の過半が四谷・山手通都市景観形成地区に含まれない場

合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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⑤ 築地都市景観形成地区 

一 建築物 

 

基本事項 

ア 建築物は、海の玄関にふさわしい、港まちらしい個性豊か

なデザインとする。 

イ 建築物の形態、意匠、色彩、位置などは、街並みと調和し

たものとする。 

ウ 江川線から見える建築物の側面は、正面の外壁と同様の材

質を使用するなど、景観上の配慮を行う。 

エ ガーデンふ頭周辺の建築物は、活気とにぎわいにあふれた

親水空間にふさわしいデザインとする。 

規 模 

ア ガーデンふ頭周辺の建築物は、海からの眺望に配慮した量

感のある建築物とする。 

イ 建築物の規模は、共同化などにより量感のあるものとする

よう努める。ただし、建築物の共同化が困難な場合は、隣

地の建築物とデザインを合わせるなど、景観上の配慮を行

う。 

三 角 

デザイン 

主要道路（江川線、梅ノ木線及び名古屋港線）に面する建築

物やガーデンふ頭周辺の建築物の外観には、港をイメージさせ

る三角形のデザインを取り入れることとする。ただし、景観上

デザインが優れていると市長が特に認めたものについては、こ

の限りでない。 

色 彩 

ア 外壁の主要な部分の色彩（基調色）は、高明度色かつ低彩

度色を基本とし、白色系の街並みの形成に努める。ただし、

１階部分の色彩は自由とする。 

イ 窓、扉、日よけ・雨よけテントなどの色彩は、街並みにア

クセントをつけるものとするよう努める。 

ガラス面 

内側から 

の 表 示 

建築物のガラス面の内側から外に向けて表示される文字や

図柄などは、街並みとの調和に配慮する。 

日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

ア テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。 

イ 江川線に面する１階部分の日よけ・雨よけテントは、地上

からの高さが 2.5ｍから 4ｍまでの範囲内に、周辺との調

和に配慮した位置で設置する。 
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シャッター 

江川線に面するシャッターは、シースルー化を図る。ただし、

防犯、防災上の理由でシースルー化できない場合は、照明を工

夫するなど、景観上の配慮を行う。 

駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、原則として江川線に面して設置しな

い。ただし、江川線以外に出入口が設けられない場合は、

街並みの連続性やにぎわいを損なわないよう配慮する。 

イ 駐車場は、江川線から目立たない位置に配置するなど、街

並みとの調和に配慮する。 

ウ 立体駐車場は、建築物と一体的な修景を行うなど景観上の

配慮を行う。 

建築設備 

な ど 

電気・空調・給排水などの建築設備、物干し、ごみ収集設備

などは、道路から目立たないよう工夫する。 

夜景の演出 

ガーデンふ頭周辺及び江川線に面する部分は、照明やショー

ウィンドーの活用により、洗練された魅力ある夜景の演出に努

める。 

角地の演出 
主要交差点の角地においては、街の目印となるようなシンボ

ル化に努める。 

(注)敷地が主要道路に面しない建築物で、敷地の過半が築地都市景観形成地区に含まれない

場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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二 工作物 

 

基本事項 

ア 工作物は、海の玄関にふさわしい、港まちらしい個性豊か

なデザインとする。 

イ 工作物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並み

と調和したものとする。 

ウ ガーデンふ頭周辺の工作物は、活気とにぎわいにあふれた

親水空間にふさわしいデザインとする。 

日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

ア テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。 

イ 日よけ・雨よけテントの突出幅は、江川線の道路境界線か

ら 1ｍ以下とする。 

ウ 江川線に面する１階部分の日よけ・雨よけテントは、地上

からの高さが 2.5ｍから 4ｍまでの範囲内に、周辺との調

和に配慮した位置で設置する。 

駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、原則として江川線に面して設置しな

い。ただし、江川線以外に出入口が設けられない場合は、

街並みの連続性やにぎわいを損なわないよう配慮する。 

イ 江川線に面する駐車場は、外周の緑化、フェンスのデザイ

ンの工夫など、街並みとの調和に配慮する。 

工事用の 

囲 い 

江川線に面する工事用の囲いは、街並みとの調和に配慮す

る。 

自動販売機 
江川線に面して自動販売機を設置する場合は、建築物と一体

的な修景を行うなど、景観上の配慮を行う。 

そ の 他 
道路及び公園並びにガーデンふ頭に設ける工作物は、周辺の

景観に調和したデザインとする。 

(注 1)主要道路に面しない工作物で、過半が築地都市景観形成地区に含まれない場合には、

行為の届出等に関する規定は適用されません。  

(注 2)仮設の工作物の建設等を行う場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。  
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⑥ 今池都市景観形成地区 

一 建築物 

（［］内は適用される区域を示す。区域を指定していないものは全域に適用。） 

 

基本事項 

ア 建築物は、地区のにぎわいを高めるため、個性的で質の高

い魅力的なデザインとする。［千種駅前周辺(幹線道路沿

い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

イ 土地の高度利用や、シンボル的な建築物の誘導に努める。 

［千種駅前周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿

い)］ 

ウ 多様な表情をもった店舗がモザイク状に並ぶ街並みの形

成に努める。［今池駅周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹

線道路沿い以外)］ 

エ 幹線道路から見える建築物の側面は、正面の外壁と同様の

材質を使用するなど、景観上の配慮を行う。［千種駅前周辺

(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

色 彩 

外観の色彩は、周辺の景観との調和を図る。また、高彩度色

は、面積を抑え、アクセントとして効果的に使用する。［千種駅

前周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

壁面の演出 

ア 壁面には、創造的で魅力ある装飾を施すなど、まちの楽し

さ、にぎやかさの演出の工夫に努める。［今池駅周辺(幹線

道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い以外)］ 

イ 壁面には洗練された装飾を施すなど、まちの楽しさ、にぎ

やかさの演出の工夫に努める。［千種駅前周辺(幹線道路沿

い)］ 
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壁面の位置 

(1 階部分) 

ア  ゆとりや人のたまり空間を創出するため、幹線道路に面す

る１階部分の壁面の位置の制限は、以下のとおりとする。

ただし、隅切り部分は、同一街区内における隅切りを除い

た幹線道路の道路境界線を延長した線を道路境界線とみ

なす。［千種駅前周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹線道

路沿い)］ 

・敷地面積が 500 ㎡以上の場合： 

外壁（柱及び袖壁を除く。）から幹線道路の道路境界

線までの距離は、1ｍ以上とする。 

・敷地面積が 500 ㎡未満の場合： 

外壁（柱及び袖壁を除く。）の後退に努める。 

イ 店舗では個性をアピールする場として、また人のたまり空

間として、道路に面する１階部分の壁面後退などに努め

る。［千種駅前周辺(幹線道路沿い以外)、今池駅周辺(幹線

道路沿い以外)］ 

1 階部分 

ア １階部分の用途は、物販、飲食又はサービス業を営む店舗

など、街のにぎわいづくりに配慮した用途の導入に努め

る。 

イ 幹線道路に面する店舗の１階部分は、閉鎖的にならないよ

う、ショーウィンドーを設けるなど、街のにぎわいの演出

に努める。［千種駅前周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹

線道路沿い)］ 

外構の舗装 外構の舗装は、歩道など周辺の景観との調和に配慮する。 

ガラス面 

内側から 

の 表 示 

建築物のガラス面の内側から外に向けて表示される文字や

図柄などは、デザインに配慮する。 

日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。 
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シャッター 

ア 幹線道路に面するシャッターは、シースルー化を図る。た

だし、防犯、防災上の理由でシースルー化できない場合は、

照明を工夫するなど、景観上の配慮を行う。［千種駅前周辺

(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

イ シャッターは、シースルー化や照明の工夫、ペイントを施

すなどの景観上の配慮を行う。［千種駅前周辺(幹線道路沿

い以外)、今池駅周辺(幹線道路沿い以外)］ 

駐 車 場 

ア 駐車場は、幹線道路から目立たない位置に配置するなど、

街並みとの調和に配慮する。［千種駅前周辺(幹線道路沿

い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

イ 駐車場の出入口は、街並みの連続性やにぎわいを損なわな

いよう配慮する。［千種駅前周辺(幹線道路沿い)、今池駅周

辺(幹線道路沿い)］ 

建築設備 

な ど 

電気・空調・給排水などの建築設備、ごみ収集設備などは、

道路から目立たないよう工夫する。 

夜景の演出 

ア 幹線道路に面する部分は、照明などの活用より、洗練され

た魅力ある夜景の演出に努める。 

［千種駅前周辺(幹線道路沿い)］ 

イ 店舗の外観に電飾化を図るなど、まちの活気とにぎやかさ

の演出に努める。［今池駅周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺

(幹線道路沿い以外)］ 

角地の演出 

ア 主要交差点の角地においては、オープンスペースを確保

し、まちにゆとりとにぎわいを創出するよう努める。 

［今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

イ 主要交差点の角地においては、街の目印となるようなシン

ボル化に努める。［今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

(注)敷地が幹線道路又は図 7 に示す区画道路に面しない建築物で、敷地の過半が今池都市景

観形成地区に含まれない場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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二 工作物 

（［］内は適用される区域を示す。区域を指定していないものは全域に適用。） 

 

基本事項 

ア 工作物は、地区のにぎわいを高めるため、個性的で質の高

い魅力的なデザインとする。［千種駅前周辺(幹線道路沿

い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

イ 工作物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並み

と調和したものとする。 

日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

ア 日よけ・雨よけテントの突出幅は、道路境界線から 1ｍ以

下とする。 

イ テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。 

駐 車 場 

ア 駐車場は、外周の緑化、フェンスのデザインの工夫など、

街並みとの調和に配慮する。 

イ 駐車場の出入口は、街並みの連続性やにぎわいを損なわな

いよう配慮する。［千種駅前周辺(幹線道路沿い)、今池駅周

辺(幹線道路沿い)］ 

工事用の 

囲 い 

幹線道路に面する工事用の囲いは、まちのにぎわいを損なわ

ないように、街並みとの調和に配慮する。［千種駅前周辺(幹線

道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

自動販売機 

自動販売機は、幹線道路に直接面して設置しない。ただし、

景観上の配慮がされているものについては、この限りでない。

［千種駅前周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)］ 

(注 1)幹線道路又は図 7 に示す区画道路に面しない工作物で、過半が今池都市景観形成地区

に含まれない場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 

(注 2)仮設の工作物の建設等を行う場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。  



- 64 - 

⑦ 白壁・主税・橦木都市景観形成地区 

一 建築物 

（［］内は適用される区域を示す。区域を指定していないものは全域に適用。） 

 

基本事項 

ア 建築物は、歴史・文化の香りを感じさせ、緑豊かな周辺の

街並みに調和し、質の高い落ち着いたデザインとする。 

イ 道路から見える外観のデザインについては、正面の外壁と

同様の材質を使用するなど、景観上の配慮を行う。 

高 さ の 

最高限度 

都市計画法上の商業地域を除いて、建築物の高さ（建築物の

高さには階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これ

らに類する建築物の屋上部分の高さも算入する。）は 20ｍ以下

とする。ただし、この景観形成基準の適用の際現に存する建築

物又は現に工事中の建築物の建築で、やむを得ないと市長が特

に認めたものについては、この限りではない。 

色 彩 
外観の色彩は、建築物、樹木など周辺の景観と調和した落ち

着いたものとする。 

壁面の位置 

塀の設置や緑化を行い道路（3 筋）からの圧迫感を軽減する

ため、敷地面積が 500 ㎡以上の場合は、道路（3 筋）に面する

外壁から道路境界線までの距離は、3ｍ以上とする。ただし、

隅切り部分は、同一街区内における隅切りを除いた道路境界線

を延長した線を道路境界線とみなす。［3 筋沿い］ 

ガラス面 

内側から

の 表 示 

建築物のガラス面の内側から外に向けて文字や図柄などは

表示しない。ただし、やむを得ず表示する場合は、切り抜き文

字を使用するなど、景観上の配慮を行う。 

日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

ア 日よけ・雨よけテントは、道路（一般国道 41 号以外）に

直接面して設置しない。［3 筋沿い、杉村老松線沿い、その

他の道路沿い］ 

イ テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。［一般

国道 41 号沿い］ 

シャッター 

な ど 

建築物、門・塀、樹木など周辺の景観と調和した落ち着いた

ものとする。 
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駐 車 場 

ア 駐車場の出入口は、道路に面する箇所を極力少なくするよ

う設置する。 

イ 駐車場は、道路から目立たない位置に配置するなど、街並

みとの調和に配慮する。 

ウ 立体駐車場は、建築物と一体的な修景を行うなど景観上の

配慮を行う。 

建築設備 

な ど 

電気・空調・給排水などの建築設備、物干し、ごみ収集設備

などは、道路から目立たないよう工夫する。 

外 構 

ア 道路に面した敷地の外構は、歩道など周辺の景観との調和

に配慮する。 

イ 道路（3 筋）境界には、原則として周辺の景観と調和した

門・塀などを設置する。塀のかわりに生垣を設置する場合

には、敷地が見えない程度のものとする。［3 筋沿い］ 

緑 化 

ア 道路沿いなど景観を形成する上で効果的な場所の緑化に

努める。また、四季を演出するため、季節感のある植栽に

努める。 

イ 敷地面積が 500 ㎡以上の場合は、既存の緑をできる限り残

すとともに、道路（3 筋）沿いに中・高木を適切に配置す

るなど、景観を形成する上で効果的な緑化を行う。［3 筋沿

い］ 

景 観 重 要 

建 造 物 

などの周辺 

景観重要建造物などの周辺においては、これとの調和に配慮

する。 

(注)敷地が図 8 に示す道路に面しない建築物で、敷地の過半が白壁･主税･橦木都市景観形成

地区に含まれない場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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二 工作物 

（［］内は適用される区域を示す。区域を指定していないものは全域に適用。） 

 

基本事項 
工作物は、歴史・文化の香りを感じさせ、緑豊かな周辺の街

並みに調和し、質の高い落ち着いたデザインとする。 

高 さ の 

最高限度 

都市計画法上の商業地域を除いて、工作物の高さは 20ｍ以

下とする。（建築物に定着し、又は継続して設置される場合に

は、当該建築物の高さとの合計を 20ｍ以下とする。） 

色 彩 
外観の色彩は、建築物、樹木など周辺の景観と調和した落ち

着いたものとする。 

塀 な ど 

塀などを設置する場合は、周辺の景観と調和したものとす

る。塀のかわりに生垣を設置する場合には、敷地が見えない程

度のものとする。［3 筋沿い］ 

擁 壁 石積み又は石貼り等、街並みに調和したものとする。 

日よけ・ 

雨 よ け 

テ ン ト 

ア 日よけ・雨よけテントは、道路（一般国道 41 号以外）に

直接面して設置しない。［3 筋沿い、杉村老松線沿い、その

他の道路沿い］ 

イ テント素材は、耐久性、防汚性のある材質とする。［一般

国道 41 号沿い］ 

駐 車 場 

ア 設置する場合は、道路との間に、塀又は生垣を設け景観上

の配慮を行う。やむを得ずフェンスなどを使用する場合

は、その前面に植栽を行うなど、景観上の配慮を行う。 

イ 立体駐車場は、周辺の街並みと一体的な修景を行うなど景

観上の配慮を行う。 

ウ 駐車場の外周には緑化を行うなど、街並みとの調和に配慮

する。 

工事用の 

囲 い 
道路に面する工事用の囲いは、街並みとの調和に配慮する。 



- 67 - 

自 動 

販 売 機 

ア 設置しない。［3 筋沿い、その他の道路沿い］ 

イ 設置しない。ただし、景観上の配慮がされているものにつ

いては、この限りでない。［杉村老松線沿い、一般国道 41

号沿い］ 

景 観 重 要 

建 造 物 

などの周辺 

景観重要建造物などの周辺においては、これとの調和に配慮

する。 

そ の 他 
道路に設ける工作物は、周辺の景観に調和したデザインとす

る。 

(注 1)図 8 に示す道路に面しない工作物で、過半が白壁･主税･橦木都市景観形成地区に含ま

れない場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。  

(注 2)仮設の工作物の建設等を行う場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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⑧四間道都市景観形成地区 

一 建築物 

 

基本事項 

ア  建築物は、土蔵群、町家など、四間道地区に残る伝統的

建造物と調和したデザインとする。 

イ 建築物の外観は、落ち着いた色彩、配色とする。 

高 さ の 

最高限度 

建築物の高さ（建築物の高さには階段室、昇降機塔、装飾

塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の

高さも算入する。）は 20ｍ以下とする。ただし、大船町通よ

り東側の街区において、建築物の壁面を十分に後退させ、街

並みとの調和に配慮されたものについては、31ｍ以下とす

る。 

 

壁面の位置 

道路からの圧迫感を軽減するため、四間道に面する建築物

の４階以上の外壁面から道路境界線までの距離は 2．7ｍ以上

とする。ただし、隅切り部分は、同一街区内における隅切り

を除いた道路境界線を延長した線を道路境界線とみなす。 

 

屋  根 
屋根の形状は、切妻屋根とするなど、周囲の伝統的建造物

と調和した向き、勾配となるよう努める。 

 

1・ 2 階 

部 分 

ア 四間道に面する建築物の 1・2 階部分の外壁は、伝統的建

造物や既存の石垣の位置にそろえるなど、街並みの連続

性を損なわないよう努める。 

イ 建築物の 1・2 階部分には、軒庇や開口部に格子を設置す

るなど、歴史を感じさせる演出に努める。 

ウ 建築物の 1・2 階部分の外観の色彩は、白、黒、濃い茶を

基調とするよう努める。 

 

駐 車 場 

ア 駐車場は、主要道路から目立たない位置に配置するな

ど、街並みとの調和に配慮する。 

イ 駐車場の出入口は、極力少なくするよう設置するととも

に、四間道に面して設置しないよう努める。 

ウ 立体駐車場は、建築物と一体的な修景を行うなど、街並

みとの調和に配慮する。 
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建築設備 

な ど 

電気・空調・給排水などの建築設備、物干し、ごみ収集設

備などは、道路から目立たないよう工夫し、道路に面して設

置する場合は格子で覆うなど、見えにくいよう配慮する。 

 

空  地 

道路に面して駐車場などの空地を設ける場合は、門、塀の

設置や緑化により修景を行うなど、街並みの連続性を損なわ

ないよう努める。 

(注)敷地が図 9 に示す道路に面しない建築物で、敷地の過半が四間道都市景観形成地区に含

まれない場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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二 工作物 

 

基本事項 

ア 工作物は、土蔵群、町家など、四間道地区に残る伝統的

建造物と調和したデザインとする。 

イ 工作物の外観は、落ち着いた色彩、配色とする。 

 

高 さ の 

最高限度 

工作物の高さ（建築物に定着し、又は継続して設置される

場合には、当該建築物の高さとの合計とする。）は、建築物の

高さの最高限度を超えないこととする。 

 
塀 な ど 塀などを設置する場合は、街並みとの調和に配慮する。 

 

擁 壁 
既存の石積み・石垣はできる限り残すものとする。新たに

設ける場合は、街並みとの調和に配慮する。 

 

駐 車 場 

ア 駐車場は、主要道路から目立たない位置に配置するな

ど、街並みとの調和に配慮する。 

イ 駐車場の出入口は極力少なくするよう設置するととも

に、四間道に面して設置しないよう努める。 

ウ 立体駐車場は、建築物と一体的な修景を行うなど、街並

みとの調和に配慮する。 

ヱ 道路から見える精算機や車止め、柵などの附属設備は、

落ち着いた色彩とし、街並みとの調和に配慮する。 

 

自動販売機 
道路から見える自動販売機は、落ち着いた色彩を基調と

し、街並みとの調和に配慮する。 

(注 1)図 9 に示す道路に面しない工作物で、過半が四間道都市景観形成地区に含まれない場合

には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 

(注 2)仮設の工作物の建設等を行う場合には、行為の届出等に関する規定は適用されません。 
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４ 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 

次の要件を満たす建造物や樹木を、景観法に基づく景観重要建造物・景観重要樹

木に指定します。 

建造物（これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含

む。）の外観又は樹木の樹容が景観上の特徴を有し、道路その他の公共の場所

から公衆によって容易に望見され、良好な景観の形成に重要なもので、以下の各

号の一に該当するもの 

ア 地域の歴史や文化を代表し、歴史的又は文化的な価値を有するもの 

イ 地域のランドマークやシンボルとして市民に親しまれているもの 

ウ 歴史的町並み（「有松」、「白壁・主税・橦木」、「四間道」及び「中小田井」

の 4 地区）において歴史的景観の形成に寄与しているもの 

ただし、文化財保護法の規定により「国宝」、「重要文化財」、「特別史跡名勝天然

記念物」又は「史跡名勝天然記念物」に指定（仮指定を含む。）された建造物や樹木

については適用しません。 
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５ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の

制限に関する事項 

 

(１) 大規模広告物を対象とした行為の制限 

 

① 対象規模 

ア 高さが 10ｍを超える広告塔、広告板等の屋外広告物及び屋外広告物を掲出

する物件 

イ 表示面積の合計が 100 ㎡を超える広告塔、広告板等の屋外広告物及び屋外

広告物を掲出する物件 

(注)都市景観形成地区内の屋外広告物は対象となりません。 

 

② 行為の制限（誘導基準） 

基本事項 
周辺の土地利用や設置される建築物などと調和のとれたデザ

イン、色彩、規模等とする。 

色 彩 

表示面積の 1/2 を超えて高彩度（JIS Z8721 に定める彩度で、

12 以上を目途）の色を使用しない。ただし、中・低彩度の色もあ

わせて使用するなど、デザインや色彩に十分配慮したものは、こ

の限りでない。 

構 造 

ア 地上広告の地面への取付部については、構造上の工夫や緑化

など景観上の配慮を行う。 

イ 屋上広告を設置する建築物の上端と屋上広告の下端の隙間

は、できる限り空けない。 

電光表示 

装 置 等 

名古屋市デジタルサイネージガイドラインの基準に適合するこ

と。ただし、市長がデザイン、色彩、動き、輝度等の周辺環境へ

の影響に十分配慮したものと認めた場合は、この限りでない。 

(注)「誘導基準」とは、屋外広告物条例第 3 条の 2 に規定する誘導基準をいいます。 
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(２) 名古屋城眺望景観保全エリア内の屋外広告物を対象とした行為の制限 

図 24 に示す名古屋城眺望景観保全エリア内の屋外広告物を対象とした行為の

制限を以下に示します。 

なお、行為の制限は、屋外広告物条例に基づく規格とし、これに適合しない屋

外広告物は許可されません。 

また、本計画で規定される色相、明度、彩度については日本産業規格（JIS 

Z8721）で定める色の表示方法（マンセル表色系）によります。 

 

① 対象範囲・規模 

範 囲 名古屋城眺望景観保全エリアのうち天守閣から 1km の範囲 

規 模 

広告物の表示面の上端の高さが地上 20ｍを超え、かつ、一つの

表示面の表示面積が 10 ㎡を超えるもの 

（ただし、天守閣から視認されないものはこの限りでない。） 

 

② 行為の制限（規格） 

高 さ 
広告物の上端の高さは、大規模建築物の高さの最高限度を超え

ないものとする。 

色 彩 

ア 彩度 8 を超える色は、一つの表示面の表示面積の 1/2 以上に

は使用しない。 

イ 広告物の地色の明度は 9.0 以下とする。 

照 明 
点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある広

告物や高輝度の広告物は設置しない。 
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(３) 都市景観形成地区内の屋外広告物を対象とした行為の制限 

図 2 から図 9 に示す都市景観形成地区内の屋外広告物を対象とした行為の制限

を以下に示します。 

なお、行為の制限の内、添字を○で囲んである事項は屋外広告物条例に基づく規

格とし、これに適合しない屋外広告物は許可されず、それら以外の事項は誘導基

準とします。 

また、本計画で規定される色相、明度、彩度については日本産業規格（JIS 

Z8721）で定める色の表示方法（マンセル表色系）によります。 
 

① 久屋大通都市景観形成地区 

基本事項 

ア 広告物は、久屋大通のイメージを高めるよう洗練された品位

のあるデザインとする。 

イ 広告物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並みと

調和したものとする。 

ウ 広告物は自家用広告物とする。ただし、景観上デザインが優

れていると市長が特に認めたものについては、この限りでな

い。 

エ 広告物は、久屋大通上空に突き出さないよう努める。 

色彩など 

ア 高彩度色及び蛍光色は、使用する面積を抑え、アクセントと

して効果的に用いるなど注意して使用する。 

㋑ 表示面の上端の高さを地上 10ｍ以上とする場合は、以下の

とおりとする。ただし、街並みとの調和に十分な配慮を行う

もので、市長が特に認めたものについては、この限りでない。 

・彩度 14 を超える色は使用しない。 

・表示面積の 2/3 以上は彩度 10 以下又は表示面積の 3/4 以

上は彩度 12 以下とする。 

ウ 補色関係など刺激の強い配色をする場合は、彩度を下げるな

ど注意して使用する。 

エ 文字や図柄は、バランス良く配置する。また、雑然とした印

象を与えないよう、使用する色数や文字の量に注意する。 

照明など 

㋐ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある

広告物又は音響を伴う広告物は設置しない。ただし、周辺環

境への十分な配慮を行うもので、公共性の高いものや景観上

デザインが優れていると市長が特に認めたものについては、

この限りでない。 

イ 周辺の景観を損なわないように、広告照明の方向及び照度な

どは十分注意する。 
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屋上広告 

ア 建築物と一体性のあるデザインとなるよう努める。 

㋑ 広告物の高さは、建築物の高さの 1/3 以下とする。また、広

告物の横幅の 1.5 倍以下とし、安定感のあるデザインとする。

ただし、景観上デザインが優れていると市長が特に認めたも

のについては、この限りでない。 

㋒ 表示面に使用する色数は、地色を含め 4 色以下とする。ただ

し、景観上デザインが優れていると市長が特に認めたものに

ついては、この限りでない。 

㋓ 骨組み、支柱などの構造体は、目立たないようにする。 

㋔ 屋上広告塔の上部、屋根面に広告を表示しない。 

壁面広告 ㋐ 表示面積の合計は、一壁面につき壁面積の 1/10 以下とする。 

突出広告 

久屋大通に 

面するもの 

に 限 る 

㋐ 突出幅は、建築物の壁面から 1ｍ以下とする。 

㋑ 下端の高さは、4.5ｍ以上とする。ただし、1 つの表示面の表

示面積が 1 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のもの、又は

街並みとの調和に十分な配慮を行うもので、市長が特に認め

たものについては、この限りでない。 

ウ 一壁面には、一列にまとめて設置する。ただし、1 つの表示

面の表示面積が 1 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のもの

については、この限りでない。 

エ 一列にまとめて設置する突出広告の形態、意匠、色彩などは、

統一感のあるものとするよう努める。 

地上広告 

㋐ 地上からの高さは、10ｍ以下とし、1 つの側面の表示面積の

合計は 5 ㎡以下とする。ただし、街並みとの調和に十分な配

慮を行うもので、市長が特に認めたものについては、この限

りでない。 

㋑ 久屋大通の道路境界線（隅切り部分は、同一街区内における

隅切りを除いた久屋大通の道路境界線を延長した線）から0.5

ｍ以内の区域の地上には、設置しない。ただし、隣地境界線

から 1ｍ以内に設置するものについては、この限りでない。 

㋒ 久屋大通上空に突き出すものは、下端の高さを 4.5ｍ以上と

する。 

置き看板・ 

広告旗など 
置き看板、立看板、広告旗（のぼり旗）は道路上に設置しない。 
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② 広小路・大津通都市景観形成地区（［］内は適用される区域を示す。区域を指定し

ていないものは全域に適用。） 

基本事項 

ア 広告物は、広小路通及び大津通のにぎわいと品位を高めるデ

ザインとする。 

イ 広告物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並みと

調和したものとする。 

ウ 広告物はできるかぎり集約化し、広告物の総量の抑制に努め

る。 

地上部・ 

低 層 部 

主要道路に面する低層部は、歩行者にとって居心地の良さを感

じられる街並みとなるように、低層部の壁面及び地上に設置する

広告物の形態意匠を工夫する。 

色彩など 

ア 高彩度色は、使用する面積を抑え、アクセントとして効果的

に用いるなど注意して使用する。蛍光色は、使用しない。 

㋑ 表示面の上端の高さを地上 10ｍ以上とする場合又は表示面

積が 15 ㎡を超える場合は、次のとおりとすること。 

・彩度 14 以下とする。 

・表示面積の 1/2 以上は彩度 10 以下又は表示面積の 2/3 以

上は彩度 12 以下とする。 

ただし、表示面積が 30 ㎡以下の懸垂幕又は市長が街並みと

の調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りで

ない。[広小路通] 

㋒ 表示面の上端の高さを地上 10ｍ以上とする場合は、次のと

おりとすること。 

・彩度 14 以下とする。 

・表示面積の 1/2 以上は彩度 10 以下又は表示面積の 2/3 以

上は彩度 12 以下とする。 

ただし、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認

めた場合は、この限りでない。[大津通] 

エ 補色関係など刺激の強い配色をする場合は、彩度を下げるな

ど注意して使用する。 

オ 文字や図柄は、バランスよく配置する。また、雑然とした印

象を与えないよう、使用する色数や文字の量に注意する。 

照明など 

ア 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある

広告物は、その速度を緩やかなものとする。 

イ 周辺の景観を損なわないように、広告照明の方向及び照度な

どは十分注意する。 
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電光表示 

装 置 等 

㋐ 表示面積は、30 ㎡以下とすること。ただし、市長が街並みと

の調和に十分な配慮を行うものと認めた場合は、この限りで

ない。[広小路通] 

㋑ 音響を伴う電光表示装置は、設置しないこと。ただし、市長

が周辺環境への十分な配慮を行うものと認めた場合は、この

限りでない。[広小路通] 

㋒ 建築物若しくは工作物の側面に突出する形式又はこれに類

する形状の場合は、1 つの表示面の表示面積は 1 ㎡以下とし、

表示に常時動きのあるもの又は点滅するものは、設置しない

こと。[広小路通] 

㋓ 建築物若しくは工作物の側面に突出する形式又はこれに類

する形状の場合は、電光表示装置は設置しないこと。 

[大津通] 

オ 電光表示装置等を設置する場合は、名古屋市デジタルサイネ

ージガイドラインの基準に適合すること。ただし、市長がデ

ザイン、色彩、動き、輝度等の周辺環境への影響に十分配慮

したものと認めた場合は、この限りでない。 

屋上広告 

ア 建築物と一体性のあるデザインとなるよう努める。 

㋑ 広告塔及び広告板の表示面は縦 10ｍ以下、かつ、広告塔及び

広告板の高さは横の長さの 2 倍以下とし、安定感のあるデザ

インとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れてい

ると認めた場合は、この限りでない。[広小路通] 

㋒ 広告塔及び広告板の高さは 10ｍ以下、当該広告塔及び広告板

を設置する箇所におけるその建築物の高さの 1/2 以下、かつ、

広告塔及び広告板の横の長さの 2 倍以下とし、安定感のある

デザインとすること。ただし、市長が景観上デザインが優れ

ていると認めた場合は、この限りでない。[大津通] 

㋓ 骨組み、支柱等の構造体は、目立たないようにすること。 
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壁面広告 

㋐ 一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の 1/10 以

下とすること。ただし、一壁面の面積が 100 ㎡未満の建築物

又は工作物については、10 ㎡以下とすること。[広小路通] 

㋑ 一壁面における表示面積の合計は、その壁面面積の 1/10 以

下とすること。[大津通] 

ウ 1・2 階の窓面を利用して広告物を設置する場合、街並みとの

調和に配慮する。 

エ 建築物の 3 階以上の階には、窓面を利用した広告物は設置し

ない。ただし、やむを得ず設置する場合は、切り抜き文字を

使用するなど、景観上の配慮を行う。 

突出広告 

主要道路に 

面するもの 

に 限 る 

ア 低層階に店舗が並ぶ街並みが歩行者からよく見えるように、

建築物の 1･2 階部分には最小限とするよう努める。 

㋑ 広告物の取付壁面からの出幅は、1ｍ以下とすること。 

㋒ 広告物の下端の高さは、次のとおりとすること。 

・伏見通～久屋大通 地上 6ｍ以上 

・その他区間    地上 4.5ｍ以上 

ただし、1 つの表示面の表示面積が 1 ㎡以下、かつ広告物の

下端が 2.5ｍ以上の場合は、この限りでない。[広小路通] 

㋓ 広告物の下端の高さは、次のとおりとすること。 

・広告物が大津通の道路境界から道路上に突出するときは、

広告物の下端は道路面から 6ｍ以上とする。ただし、１つ

の表示面の表示面積が 0.3 ㎡以下、かつ、下端が道路面か

ら 2.5ｍ以上の場合又は表示面が横 0.5ｍ以下、かつ、下端

が道路面から 3.5ｍ以上の場合は、この限りでない。 

・広告物が大津通の道路境界から道路上に突出しないとき

は、広告物の下端は地上 2.5ｍ以上とする。[大津通] 

オ 一壁面には、一列にまとめて設置する。ただし、1 つの表示

面の表示面積が 1 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のもの

については、この限りでない。[広小路通] 

カ 一壁面には、一列にまとめて設置する。ただし、1 つの表示

面の表示面積が 0.3 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のも

の又は景観上デザインが優れていると市長が特に認めたも

のについては、この限りでない。[大津通] 

キ 一列にまとめて設置する突出広告の形態、意匠、色彩などは、

統一感のあるものとするよう努める。 
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地上広告 

㋐ 広告塔及び広告板の高さは、地上 10ｍ以下とし、かつ、一側

面における表示面積の合計は 10 ㎡以下とすること。ただし、

市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた場

合は、この限りでない。[広小路通] 

㋑ 広告塔及び広告板の高さは、地上 10ｍ以下とすること。ただ

し、市長が街並みとの調和に十分な配慮を行うものと認めた

場合は、この限りでない。[大津通] 

㋒ 主要道路の道路境界線（隅切り部分については、同一街区内

における隅切りを除いた主要道路の道路境界線を延長した

線）から 1.5ｍ以内の区域には、設置しないこと。ただし、市

長が通行上支障がないと認めた場合は、この限りでない。 

㋓  広告塔及び広告板が、広小路通の道路境界から道路上に突出

するときは、広告塔及び広告板の下端の高さを次のとおりと

すること。 

・伏見通～久屋大通 道路面から 6ｍ以上 

・その他区間    道路面から 4.5ｍ以上 

ただし、１つの表示面の表示面積が１㎡以下、かつ、広告塔

及び広告板の下端が道路面から 2.5ｍ以上の場合は、この限

りでない。[広小路通] 

㋔ 広告塔及び広告板が、大津通の道路境界から道路上に突出す

るときは、広告塔及び広告板の下端は道路面から高さ 6ｍ以

上とすること。ただし、１つの表示面の表示面積が 0.3 ㎡以

下、かつ、広告塔及び広告板の下端が道路面から 2.5ｍ以上

の場合又は表示面が横 0.5ｍ以下、かつ、広告塔及び広告板

の下端が道路面から 3.5ｍ以上の場合は、この限りでない。

[大津通] 

都 市 景 観 

重要建築物 

などの周辺 

都市景観重要建築物などの周辺においては、これとの調和に配

慮する。[広小路通] 
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③ 名古屋駅都市景観形成地区（［］内は適用される区域を示す。区域を指定していな

いものは全域に適用。） 

基本事項 

ア 広告物は、名古屋大都市圏の玄関にふさわしい洗練されたデ

ザインとする。 

イ 広告物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並みと

調和したものとするとともに、建築物との調和にも配慮す

る。 

ウ 複数の広告物を掲出する場合は、統一感のあるものとするよ

う努める。 

㋓ 広告物は、地上から 60ｍを超えて掲出しない。ただし、ビル

名又は社名で建築物と一体的にデザインされたもので、市長

が特に認めたものについては、この限りでない。 

オ 広告物は、自家用広告物を原則とする。[ロータリー周辺] 

数 量 

ア 広告物はできるかぎり集約化し、広告物の総量の抑制に努め

る。 

㋑ 屋上広告及び壁面広告の表示面積の合計は、当該広告物が設

置された建築物の壁面面積の 1/10 以下とする。（各広告物の

表示面積及び建築物の壁面面積は鉛直投影で計算する。） 

[ロータリー周辺、桜通] 

㋒ 地上からの高さが 7ｍ以上の部分の屋上広告及び壁面広告の

表示面積の合計は、当該広告物が設置された建築物の壁面面

積の 1/10 以下とする。（各広告物の表示面積及び建築物の壁

面面積は鉛直投影で計算する。） 

[名駅通、太閤通口、名駅通（高架）] 
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色彩など 

ア 高彩度色は、使用する面積を抑え、アクセントとして効果的

に用いるなど注意して使用する。蛍光色は使用しない。 

㋑ 表示面の色彩は、以下のとおりとする。ただし、街並みとの

調和に十分な配慮を行うもので市長が特に認めたものにつ

いては、この限りでない。[ロータリー周辺、桜通、名駅通] 

・上端の高さを地上 10ｍ以上とする場合又は表示面積が 15 ㎡

を超え 50 ㎡以下の場合： 

彩度 14 を超える色は使用しない。 

表示面積の 2/3 以上は彩度 10 以下又は表示面積の 3/4

以上は彩度 12 以下とする。 

・表示面積が 50 ㎡を超える場合： 

彩度 14 を超える色は使用しない。 

表示面積の 2/3 以上は彩度 10 以下又は表示面積の 3/4

以上は彩度 12（ただし、色相がＲ‐Ｙの範囲の色彩に

ついては彩度 10）以下とする。 

㋒ 表示面の上端の高さを地上 10ｍ以上とする場合又は表示 

面積が 30 ㎡を超える場合は、以下のとおりとする。ただし、

街並みとの調和に十分な配慮を行うもので市長が特に認め

たものについては、この限りでない。 

[広小路通、太閤通口、名駅通（高架）] 

・彩度 14 を超える色は使用しない。 

・表示面積の 1/2 以上は彩度 10 以下又は表示面積の 2/3 以

上は彩度 12 以下とする。 

エ 補色関係など刺激の強い配色をする場合は、彩度を下げるな

ど注意して使用する。 

オ 文字や図柄は、バランスよく配置する。また、雑然とした印

象を与えないよう、使用する色数や文字の量に注意する。 

照明など 

ア 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある

広告物は、その速度を緩やかなものとする。 

イ 周辺の景観を損なわないように、広告照明の方向及び照度な

どは十分注意する。 
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電光表示

装  置 

㋐ 表示面積は、以下のとおりとする。ただし、街並みとの調和

に十分な配慮を行うもので、市長が特に認めたものについて

は、この限りでない。 

・50 ㎡以下 

[ロータリー周辺、名駅通、太閤通口、名駅通（高架）] 

・30 ㎡以下[広小路通、桜通] 

㋑ 音響を伴う電光表示装置は設置しない。ただし、周辺環境へ

の十分な配慮を行うもので、市長が特に認めたものについて

は、この限りでない。 

㋒ 突出広告及びそれに類する形状の電光表示装置は設置しな

い。ただし、街並みとの調和に十分な配慮を行うもので、市

長が特に認めたものについては、この限りでない。 

屋上広告 

ア 建築物と一体性のあるデザインとなるよう努める。 

㋑ 広告物の高さは、横幅の 1.5 倍以下とし、安定感のあるデザ

インとする。ただし、景観上デザインが優れていると市長が

特に認めたものについては、この限りでない。 

㋒ 広告物の高さは、10ｍ以下かつ、建築物の高さの 1/2 以下と

する。ただし、景観上デザインが優れていると市長が特に認

めたものについては、この限りでない。[広小路通] 

㋓ 骨組み、支柱などの構造体は、目立たないようにする。 

㋔ 屋上広告塔の上部、屋根面に広告を表示しない。 

壁面広告 

㋐ 表示面積の合計は、一壁面につき壁面積の 1/10 以下とする。

ただし、一壁面の面積が 100 ㎡未満の建築物については、10 ㎡

以下とする。[広小路通] 

イ 窓面を利用した広告物は設置しない。ただし、やむを得ず設

置する場合は、切り抜き文字を使用するなど、景観上の配慮

を行ったもので、1･2 階部分に限る。[ロータリー周辺] 

ウ 建築物の以下の部分には、窓面を利用した広告物は設置しな

い。ただし、やむを得ず表示する場合は、切り抜き文字を使

用するなど、景観上の配慮を行う。 

・2 階以上[桜通、名駅通] 

・3 階以上[広小路通、太閤通口、名駅通（高架）] 
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突出広告 

主要道路に 

面するもの 

に 限 る 

㋐ 突出幅は、建築物の壁面から 1ｍ以下とする。 

イ 主要道路上空に突き出さない。[ロータリー周辺、桜通] 

㋒ 下端の高さは、以下のとおりとする。ただし、1 つの表示面

の表示面積が 0.8 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のもの

については、この限りでない。 

・6ｍ以上[ロータリー周辺、桜通、名駅通] 

・4.5ｍ以上[広小路通、太閤通口、名駅通（高架）]  

㋓ 下端の高さが以下のものは、建築物の間口の中心から長さ 

5ｍごとに 2 基以内とする。 

・6ｍ未満[ロータリー周辺、桜通、名駅通]  

・4.5ｍ未満[広小路通、太閤通口、名駅通（高架）]  

オ 列状にまとめて設置する。ただし、1 つの表示面の表示面積

が 0.8 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のものについては、

この限りでない。 

地上広告 

㋐ 地上からの高さは、9ｍ以下とする。 

㋑ 主要道路の道路境界線から 1.5ｍ以内の区域には、設置しな

い。ただし、通行の妨げとならない地上広告で、市長が特に

認めたものについては、この限りでない。 

[ロータリー周辺、名駅通、広小路通] 

㋒ 主要道路の道路境界線から 0.5ｍ以内の区域には、設置しな

い。ただし、以下のものについては、この限りでない。 

・隣地境界線から 1ｍ以内に設置する地上広告 

・通行の妨げとならない地上広告で、市長が特に認めたもの 

[桜通、太閤通口、名駅通（高架）] 

エ 主要道路上空に突き出さない。[ロータリー周辺、桜通] 

㋔ 主要道路上空に突き出すものは、下端の高さを以下のとおり

とする。ただし、1 つの表示面の表示面積が 0.8 ㎡以下で、

下端の高さが 2.5ｍ以上のものについては、この限りでない。 

・6ｍ以上[名駅通] 

・4.5ｍ以上[広小路通、太閤通口、名駅通（高架）] 

置き看板・ 

広告旗など 
置き看板、立看板、広告旗（のぼり旗）は道路上に設置しない。 
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④ 四谷・山手通都市景観形成地区 

基本事項 

ア 広告物は、質の高い魅力的なデザインとする。 

イ 広告物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並みと

調和したものとし、秩序ある掲出を行う。 

ウ 広告物は自家用広告物とする。ただし、商店街振興組合又は

これに準ずる団体が設置するもので、都市景観形成地区に指

定されている四谷・山手通地区の街並みに調和するよう景観

上十分な配慮がされていると市長が特に認めたものについ

ては、この限りでない。 

色彩など 

ア 都市景観形成地区に指定されていることに配慮し、鮮やかな

色は、使用する面積を抑え、アクセントとして効果的に用い

るなど注意して使用する。 

㋑ 表示面の上端の高さを地上 10ｍ以上とする場合又は表示面

積が 10 ㎡を超える場合は、以下のとおりとする。ただし、

街並みとの調和に十分な配慮を行うもので、市長が特に認め

たものについては、この限りでない。 

・彩度 14 を超える色は使用しない。 

・彩度 12 を超える色は、表示面積の 1/3 以上又は地色には

使用しない。 

ウ 補色関係など刺激の強い配色をする場合は、彩度を下げるな

ど注意して使用する。 

エ 文字や図柄は、バランス良く配置する。また、雑然とした印

象を与えないよう、使用する色数や文字の量に注意する。 

照明など 

㋐ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物又は音響を伴う広告

物は設置しない。ただし、周辺環境への十分な配慮を行うも

ので、公共性の高いものや景観上デザインが優れていると市

長が特に認めたものについては、この限りでない。 

イ 周辺の景観を損なわないように、広告照明の方向及び照度な

どは十分注意する。 

電光表示

装 置 

㋐ 電光表示装置を使用する広告物は設置しない。ただし、表示

に動きがないなど、周辺環境への十分な配慮を行うもので、

市長が特に認めたものについては、この限りでない。 
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屋上広告 

㋐ 屋上広告は、本山交差点及び八事交差点の商業地域を除き、

設置しない。ただし、1 つの表示面の表示面積が 5 ㎡以下で、

下端の高さが 5ｍ以下のものについては、この限りでない。 

イ 建築物と一体性のあるデザインとなるよう努める。 

㋒ 広告物の高さは、9ｍ以下かつ、建築物の高さの 1/3 以下と

する。また、広告物の横幅の 1.5 倍以下とし、安定感のある

デザインとする。ただし、景観上デザインが優れていると市

長が特に認めたものについては、この限りでない。 

㋓ 骨組み、支柱などの構造体は、目立たないようにする。 

壁面広告 

㋐ 表示面積の合計は、一壁面につき壁面積の 1/10 以下とする。 

ただし、一壁面の面積が 100 ㎡未満の建築物については、10 ㎡

以下とする。 

イ 建築物の 2 階以上の階には、窓面を利用した広告物は設置

しない。ただし、やむを得ず設置する場合は、切り抜き文字

を使用するなど、景観上の配慮を行う。 

突出広告 

山手ｸﾞﾘｰﾝﾛｰ

ﾄ ﾞ又は一般

国道 153号に

面するもの

及び景観こ

みち地区に

設置するも

のに限る 

㋐ 突出幅は、建築物の壁面から 1ｍ以下とする。 

㋑ 1 つの表示面の表示面積は、5 ㎡以下とする。 

㋒ 山手グリーンロード又は一般国道 153 号に面するものの下

端の高さは、2.5ｍ以上とする。 

㋓ 景観こみち地区に設置するものは、道路上空に突き出さな

い。 

㋔ 上端の高さは、地上から 20ｍ以下とする。ただし、景観上

デザインが優れていると市長が特に認めたものについては、

この限りでない。 

カ 一壁面には、一列にまとめて設置する。ただし、1 つの表示

面の表示面積が 0.8 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のも

のについては、この限りでない。 

キ 一列にまとめて設置する突出広告の形態、意匠、色彩などは、

統一感のあるものとするよう努める。 
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地上広告 

㋐ 地上からの高さは 10ｍ以下とし、1 つの側面の表示面積の

合計は 15 ㎡以下とする。ただし、街並みとの調和に十分な

配慮を行うもので、市長が特に認めたものについては、この

限りでない。 

㋑ 山手グリーンロード又は一般国道 153 号上空に突き出すも

のは、下端の高さを 2.5ｍ以上とする。 

㋒ 景観こみち地区に設置するものは、道路上空に突き出さな

い。 

飾り看板 
通りの景観を演出するため、可能なかぎり洗練された飾り看板

を設置する。 

置き看板・ 

広告旗など 
置き看板、立看板、広告旗（のぼり旗）は道路上に設置しない。 
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⑤ 築地都市景観形成地区 

基本事項 

ア 広告物は、築地地区のイメージを高めるよう優れたデザイン

とする。 

イ 広告物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並みと

調和したものとし、秩序ある掲出を行う。 

色彩など 

ア 高彩度色及び蛍光色は、使用する面積を抑え、アクセントと

して効果的に用いるなど注意して使用する。 

㋑ 表示面の上端の高さを地上 10ｍ以上とする場合又は表示面

積が 10 ㎡を超える場合は、以下のとおりとする。ただし、

街並みとの調和に十分な配慮を行うもので、市長が特に認め

たものについては、この限りでない。 

・彩度 14 を超える色は使用しない。 

・彩度 12 を超える色は、表示面積の 1/3 以上又は地色には

使用しない。 

ウ 補色関係など刺激の強い配色をする場合は、彩度を下げるな

ど注意して使用する。 

エ 文字や図柄は、バランス良く配置する。また、雑然とした印

象を与えないよう、使用する色数や文字の量に注意する。 

照明など 

㋐ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある

広告物又は音響を伴う広告物は設置しない。ただし、周辺環

境への十分な配慮を行うもので、公共性の高いものや景観上

デザインが優れていると市長が特に認めたものについては、

この限りでない。 

イ 周辺の景観を損なわないように、広告照明の方向及び照度な

どは十分注意する。 

電光表示 

装 置 

㋐ 電光表示装置を使用する広告物は設置しない。ただし、表示

に動きがないなど、周辺環境への十分な配慮を行うもので、

公共性の高いものや景観上デザインが優れていると市長が

特に認めたものについては、この限りでない。 

屋上広告 

㋐ 屋上広告は設置しない。ただし、街並みと調和するようデザ

インに配慮されていると市長が特に認めたもの、又は 1 つの

表示面の表示面積が 5 ㎡以下で、下端の高さが 5ｍ以下のも

のについては、この限りではない。 
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壁面広告 

㋐ 壁面広告の表示面積は、一壁面につき壁面積の 1/10 以下と

する。ただし、一壁面の面積が 100 ㎡未満の建築物について

は、表示面積の合計を 10 ㎡以下とする。 

イ 窓面を利用した広告物は街並みとの調和に配慮する。 

突出広告 

江川線に 

面するも 

のに限る 

㋐ 高さ 2.5ｍを超える地上広告がある場合は、設置しない。た

だし、1 つの表示面の表示面積が 1 ㎡以下で、下端の高さが

2.5ｍ以上のもの又は街並みとの調和に十分な配慮を行うも

ので、市長が特に認めたものについては、この限りでない。 

㋑ 突出幅は、建築物の壁面から 1ｍ以下とする。 

㋒ 1 つの表示面の表示面積は、4 ㎡以下とする。ただし、街並

みとの調和に十分な配慮を行うもので、市長が特に認めたも

のについては、この限りでない。 

㋓ 下端の高さは、4ｍ以上とする。ただし、1 つの表示面の表示

面積が 1 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のもの又は街並

みとの調和に十分な配慮を行うもので、市長が特に認めたも

のについては、この限りでない。 

オ 一壁面には、一列にまとめて設置する。ただし、1 つの表示

面の表示面積が 1 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のもの

については、この限りでない。 

カ 一列にまとめて設置する突出広告の形態、意匠、色彩などは、

統一感のあるものとするよう努める。 

地上広告 

㋐ 地上からの高さは、江川線に面し、1 つの表示面の表示面積

が 1 ㎡を超える突出広告のある場合は 2.5ｍ以下、それ以外

の場合は、8ｍ以下とする。ただし、街並みとの調和に十分

な配慮を行うもので、市長が特に認めたものについては、こ

の限りでない。 

㋑ 江川線上空に突き出すものは、下端の高さを 4ｍ以上とする。

ただし、1 つの表示面の表示面積が 1 ㎡以下で、下端の高さ

が 2.5ｍ以上のものについては、この限りでない。 

置き看板・ 

広告旗など 
置き看板、立看板、広告旗（のぼり旗）は道路上に設置しない。 
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⑥ 今池都市景観形成地区（［］内は適用される区域を示す。区域を指定していないもの

は全域に適用。） 

基本事項 

ア 広告物は、地区のにぎわいを高めるため、個性的で質の高い

魅力的なデザインとする。[千種駅前周辺(幹線道路沿い)、

今池駅周辺(幹線道路沿い)] 

イ 広告物の形態、意匠、大きさ、位置などは、街並みと調和し

たものにするとともに、建築物と調和したものとする。 

ウ 広告物は、まちのアクセントとなり、通りの景観を演出する

ものとする。[千種駅前周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹

線道路沿い)] 

エ 広告物は、可能な限り自由で創造的で魅力あるデザインを施

すなど、まちの楽しさ、にぎやかさの演出に努める。[今池

駅周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い以外)] 

色彩など 

ア 高彩度色は、使用する面積を抑え、アクセントとして効果的

に用いるなど注意して使用する。[千種駅前周辺(幹線道路沿

い)、千種駅前周辺(幹線道路沿い以外)、今池駅周辺(幹線道

路沿い)] 

イ 彩度 14 を超える色は使用しないよう努める。[千種駅前周辺

(幹線道路沿い)、千種駅前周辺(幹線道路沿い以外)、今池駅

周辺(幹線道路沿い)] 

ウ 彩度 14 を超える色を使用する場合は、面積を抑え、アクセ

ントとして用いるなど、注意して使用する。[今池駅周辺(幹

線道路沿い以外)] 

エ 補色関係など刺激の強い配色をする場合は、彩度を下げるな

どして注意して使用する。[千種駅前周辺(幹線道路沿い)、

千種駅前周辺(幹線道路沿い以外)、今池駅周辺(幹線道路沿

い)] 

オ 文字や図柄は、バランスよく配置する。また雑然とした印象

を与えないよう、使用する色数や文字の量に注意する。 
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照明など 

ア 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある

広告物は、その速度を緩やかなものとする。[千種駅前周辺

(幹線道路沿い)、千種駅前周辺(幹線道路沿い以外)] 

イ 隣接した住宅の環境を損なわないように、広告照明の表示方

向及び照度などは十分注意する。 

ウ 電飾化（ネオンサインなど）によってまちのにぎわいを図る。

[今池駅周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い以

外)] 

音響を伴う 

広 告 物 
㋐ 音響を伴う広告物は設置しない。 

屋上広告 

ア 建築物と一体性のあるデザインとなるよう努める。[千種駅

前周辺(幹線道路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)] 

㋑ 骨組み、支柱などの構造体は、目立たないようにする。ただ

し、デザインに配慮されたもので、市長が特に認めたものに

ついては、この限りではない。[千種駅前周辺(幹線道路沿

い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)] 

壁面広告 

㋐  表示面積の合計は、一壁面につき壁面積の 1/10 以下又は 30

㎡以下とする。ただし、一壁面の面積が 100 ㎡未満の建築物

については、壁面積の 3/10 以下とする。[千種駅前周辺(幹

線道路沿い)、千種駅前周辺(幹線道路沿い以外)、今池駅周

辺(幹線道路沿い)] 

イ  窓面を利用した広告物の文字や図柄などは、デザインに配慮

する。 

突出広告 

㋐ 突出幅は、建築物の壁面から 1ｍ以下とする。 

㋑ 下端の高さは、4.5ｍ以上とする。ただし、1 つの表示面の表

示面積が 1 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のものについ

ては、この限りでない。[千種駅前周辺(幹線道路沿い)、今

池駅周辺(幹線道路沿い)] 

ウ 一壁面には、一列にまとめて設置する。ただし、1 つの表示

面の表示面積が 1 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のもの

については、この限りではない。[千種駅前周辺(幹線道路沿

い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)] 

エ 一列にまとめて設置する突出広告の形態、意匠、色彩などは、

統一感のあるものとするよう努める。[千種駅前周辺(幹線道

路沿い)、今池駅周辺(幹線道路沿い)] 
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飾り看板 
まちのにぎわいと通りの景観を演出するため、可能なかぎり飾

り看板を設置する。 

置き看板・ 

広告旗など 
置き看板、立看板、広告旗（のぼり旗）は道路上に設置しない。 
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⑦ 白壁･主税･橦木都市景観形成地区（［］内は適用される区域を示す。区域を指定し

ていないものは全域に適用。） 

基本事項 

ア 広告物は、地区のイメージを高めるよう質の高い落ち着いた

デザインとする。 

イ 広告物の形態、意匠、色彩、大きさ、位置などは、街並みと

調和するとともに、建築物との調和にも配慮し、秩序ある掲

出を行う。 

ウ 広告物は、自家用広告物とする。ただし、街並みに調和する

よう景観上デザインが優れていると市長が特に認めたもの

については、この限りでない。 

㋓ 広告物は地上から 10ｍを超えて掲出しない。ただし、建築物

と一体的にデザインされたもので、市長が特に認めた壁面広

告については、この限りでない。［3 筋沿い、杉村老松線沿

い、その他の道路沿い］ 

色彩など 

町内会が表

示又は設置

するものを 

除く 

ア 町並み保存地区にも指定されていることに配慮し、高彩度色

は、使用する面積を抑え、アクセントとして効果的に用いる

など注意して使用する。 

㋑ 彩度 14 を超える色は使用しない。 

㋒ 彩度 6 を超える色は、表示面積の 1/3 以上又は地色には使用

しない。ただし、街並みとの調和に十分な配慮を行うもので、

市長が特に認めたものについては、この限りでない。［3 筋沿

い、杉村老松線沿い、その他の道路沿い］ 

エ 補色関係など刺激の強い配色をする場合は、彩度を下げるな

ど注意して使用する。 

オ 文字や図柄は、バランス良く配置する。また、雑然とした印

象を与えないよう、使用する色数や文字の量に注意する。 

照明など 

㋐ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物、表示に動きのある

広告物又は音響を伴う広告物は設置しない。ただし、周辺環

境への十分な配慮を行うもので、公共性の高いものや景観上

デザインが優れていると市長が特に認めたものについては、

この限りでない。 

イ 住宅地であることから、周辺の景観を損なわないように、広

告照明の方向及び照度などは十分注意する。 
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電光表示 

装 置 

㋐ 電光表示装置を使用する広告物は設置しない。ただし、表示

に動きがないなど、周辺環境への十分な配慮を行うもので、

公共性の高いものや景観上デザインが優れていると市長が

特に認めたものについては、この限りでない。 

屋上広告 

㋐ 屋上広告物は設置しない。ただし、1 つの表示面の表示面積

が 2 ㎡以下で、下端の高さが 5ｍ以下のもの、かつ、街並み

との調和に十分な配慮を行うもので、市長が特に認めたもの

については、この限りでない。 

壁面広告 

㋐ 1 つの表示面の表示面積は 2 ㎡以下とする。［3 筋沿い、その

他の道路沿い］ 

イ 窓面を利用した広告物は設置しない。ただし、やむを得ず表

示する場合は、切り抜き文字を使用するなど、景観上の配慮

を行う。 

数 量 

㋐ 屋上広告及び壁面広告の表示面積の合計は、一壁面につき 5

㎡以下とする。（各広告物の表示面積は鉛直投影で計算す

る。）［3 筋沿い、その他の道路沿い］ 

㋑ 屋上広告及び壁面広告の表示面積の合計は、当該広告物が設

置された建築物の壁面面積の 1/20 以下とする。ただし、一

壁面の面積が 100 ㎡未満の建築物については、5 ㎡以下とす

る。（各広告物の表示面積及び建築物の壁面積は鉛直投影で

計算する。）［杉村老松線沿い、一般国道 41 号沿い］ 

突出広告 

㋐ 道路（杉村老松線及び一般国道 41 号以外）上空に突き出さ

ない。［3 筋沿い、その他の道路沿い］ 

㋑ 突出幅は、建築物の壁面から 1ｍ以下とする。 

㋒ 1 つの表示面の表示面積は、以下のとおりとする。 

・1 ㎡以下［杉村老松線沿い、一般国道 41 号沿い］ 

・0.5 ㎡以下［3 筋沿い、その他の道路沿い］ 

㋓ 下端の高さは 2.5ｍ以上とする。 

オ 一壁面には、一列にまとめて設置する。ただし、1 つの表示

面の表示面積が 0.5 ㎡以下で、下端の高さが 2.5ｍ以上のも

のについては、この限りでない。 

カ 一列にまとめて設置する突出広告の形態、意匠、色彩などは、

統一感のあるものとするよう努める。 
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地上広告 

㋐ 地上からの高さは、6ｍ以下とし、1 つの側面の表示面積の合

計は 2 ㎡以下とする。ただし、街並みとの調和に十分な配慮

を行なうもので、公共性の高いものや景観上デザインが特に

優れていると市長が特に認めたものについては、この限りで

ない。 

㋑ 道路境界線から 3ｍ以内の区域に設置する地上広告の表示面

積の合計は 8 ㎡以下とする。ただし、街並みとの調和に十分

な配慮を行なうもので、公共性の高いものや景観上デザイン

が特に優れていると市長が特に認めたものについては、この

限りでない。 

㋒ 道路（杉村老松線及び一般国道 41 号以外）上空に突き出さ

ない。［3 筋沿い、その他の道路沿い］ 

㋓ 道路（杉村老松線及び一般国道 41 号）上空に突き出すもの

は、下端の高さを 2.5ｍ以上とする。［杉村老松線沿い、一般

国道 41 号沿い］ 

景 観 重 要 

建 造 物 

などの周辺 

景観重要建造物などの周辺においては、これとの調和に配慮す

る。 

道路上の 

広 告 物 

㋐ 道路に設置される、電柱、街路灯、消火栓標識、広域避難所

誘導標識、バス停留所標識及び、バス停留所上屋については、

その設置する目的以外の広告物を表示しない。 

イ 置き看板、立看板、広告旗（のぼり旗）は道路上に設置しな

い。 
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⑧ 四間道都市景観形成地区 

基本事項 

ア 広告物は、地区のイメージを高めるよう質の高い落ち着いた

デザインとする。 

イ 広告物は、自家用広告物とする。ただし、公共性の高いもの

で、街並みに調和するよう景観上デザインが優れていると市

長が特に認めたものについては、この限りでない。 

色彩など 

㋐  彩度 12 を超える色は使用しない。 

㋑ 彩度 6 を超える色は、表示面積の 1/3 以上又は地色には使用

しない。 

照明など 

㋐ 点滅する広告物、輝度が変化する広告物又は音響を伴う広告

物は設置しない。ただし、周辺環境への十分な配慮を行うも

ので、公共性の高いものや景観上デザインが優れていると市

長が特に認めたものについては、この限りでない。 

電光表示 

装 置 

㋐ 電光表示装置を使用する広告物は設置しない。ただし、１つ

の表示面の表示面積が 0.5 ㎡以下で、周辺環境への十分な配

慮を行うものであって、公共性が高いものや景観上デザイン

が優れているものと市長が特に認めたものについては、この

限りでない。 

屋上広告 

㋐ 屋上広告物は設置しない。ただし、1 つの表示面の表示面積

が 2 ㎡以下で、下端の高さが 5ｍ以下のもの、かつ、街並み

との調和に十分な配慮を行うもので、市長が特に認めたもの

については、この限りでない。 

壁面広告 ㋐ 1 つの表示面の表示面積は 2 ㎡以下とする。 

数 量 

㋐ 屋上広告及び壁面広告の表示面積の合計は、一壁面につき 5

㎡以下とする。（各広告物の表示面積は鉛直投影で計算す

る。） 

突出広告 

㋐  主要道路上空に突き出さない。 

㋑  突出幅は、建築物の壁面から 1ｍ以下とする。 

㋒ 主要道路に面して設置する場合は、1 つの表示面積は 0.5 ㎡

以下とする。 
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地上広告 

㋐ 地上からの高さは、4ｍ以下とし、1 つの側面の表示面積の合

計は 2 ㎡以下とする。 

㋑ 道路境界線から 3ｍ以内の区域に設置する地上広告の表示面

積の合計は 5 ㎡以下とする。 

㋒ 主要道路上空に突き出さない。 
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６ 景観に対する積極的な取り組みの推進 

 

(１) 都市景観形成地区内において推奨する項目 

図３に示す都市景観形成地区において、より良好な景観形成に資することを目

的として、地区内における建築物及び工作物等を対象として推奨する項目を定め

ます。 

なお、この項目は、景観法第 8 条第 2 項第 2 号の良好な景観の形成のための行

為の制限に関する事項（本計画第３章）には含めないこととします。 

 

 (２) より良好な景観の形成につなげる仕組みづくり 

推奨する項目を対象とする地区全体に拡げて行くため、より良好な景観形成に

資する建築物及び工作物等について、認定制度等を創設し、積極的な取り組みの

誘導をすすめます。 
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